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附則

総則第１章

（目的）

この業務方法書は、農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第第１条

５３号。以下「法」という。）第３６条第１項の規定に基づき、農水産業協

同組合貯金保険機構（以下「機構」という。）の業務の方法を定め、もつて

その業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

（用語）

この業務方法書において使用する用語は、法において使用する用語の第２条

例による。

保険関係第２章

（保険関係の成立）

農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が第３条

貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内

において、当該貯金等の払戻し（貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ

。）につき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が

成立する。

（保険金額及び保険事故）

前条の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、第４条

次に掲げるものを保険事故とする。

一 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止（以下「第一種保険事故」と

いう。）

二 農水産業協同組合の解散の議決に係る認可、破産手続開始の決定、解散

の命令又は農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第６４条第４項

から第６項（第１号を除く。）まで、水産業協同組合法（昭和２３年法律

第２４２号）第６８条第４項（同法第９６条第５項において準用する場合

を含む。）、同法第９１条第１項第６号若しくは同条第４項第２号若しく

は第３号（これらの規定を同法第１００条第５項において準用する場合を
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含む。）に規定する解散の事由の発生（以下「第二種保険事故」という。）

保険料第３章

（保険料の納付）

機構は、農水産業協同組合から毎年、その年の６月３０日までに保険第５条

料を受け入れるものとする。この場合において、機構は、農水産業協同組合

貯金保険法施行規則（昭和４８年大蔵省令・農林省令第１号。以下「施行規

則」という。）第１９条に定める保険料計算書のほか、機構が保険料算定上

必要と認める書類を提出させるものとする。

２ 保険料の納付は、第１０８条の規定により機構が保険料受入に係る事務を

委託する同条第１項の農水産業協同組合その他の金融機関の預貯金口座に若

しくは直接又は機構が農林中央金庫その他の金融機関に設ける機構の預貯金

口座に、現金、小切手（当該保険料の払込先である農水産業協同組合その他

の金融機関宛のものに限る。）又は為替をもつて払込む方法によるものとす

る。

（保険料の納付の猶予及び保険料の免除）

機構は、第一種保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る農水第６条

産業協同組合の当該保険事故が発生した年の保険料の納付を、第２０条第１

項の規定による決定の時まで猶予することができる。

２ 機構は、保険事故が発生したとき（第一種保険事故にあつては、第２０条

第１項の規定により保険金の支払をする旨の決定があつたとき。次項におい

て同じ。）は、当該保険事故に係る農水産業協同組合の当該保険事故が発生

した年の保険料を免除することができる。

３ 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る農水産業協同組

合の当該保険事故が発生した年の翌年以後の保険料を免除するものとする。

４ 前３項の規定は、第一種保険事故が発生した農水産業協同組合が、当該第

一種保険事故の発生の後において貯金業務を再開したとき以後は適用しない。

５ 機構は、第二種保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る農水産業

協同組合の当該保険事故が発生した事業年度の保険料のうち未納付の額を免

除することができる。

６ 機構は、適格性の認定等（法第６６条第１項に規定する適格性の認定等を

いう。以下同じ。）が行われた場合において、当該適格性の認定等が行われ

た日の属する年から当該適格性の認定等に係る合併等（法第６１条第２項に

規定する合併等をいう。以下同じ。）又は信用事業再建措置（法第６２条第

１項に規定する信用事業再建措置をいう。以下同じ。）が行われる日の属す
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る年までの当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合の保険料が

納付されていないときは、当該保険料の納付を次の各号に掲げる時まで猶予

するものとする。

一 合併等にあつては、当該適格性の認定等に係る合併等が行われる日

二 信用事業再建措置にあつては、当該適格性の認定に係る信用事業再建措

置に係る援助が行われる日

７ 前項の場合において、機構は、合併等又は信用事業再建措置が行われたと

きは、当該適格性の認定等が行われた日の属する年から当該合併等又は信用

事業再建措置が行われた日の属する年までの保険料のうち未納付の額を免除

することができる。

８ 機構は、法第８３条第１項に規定する管理を命ずる処分（以下「管理を命

ずる処分」という。）がされたときは、当該管理を命ずる処分を受けた農水

産業協同組合の当該管理を命ずる処分がされた日の属する年の保険料のうち

未納付の額を免除することができる。

９ 機構は、管理を命ずる処分がされたときは、当該管理を命ずる処分を受け

た農水産業協同組合の当該管理を命ずる処分がされた日の属する年の翌年以

後の保険料を免除するものとする。

１０ 前項の規定は、当該管理を命ずる処分が終了した日以後は適用しない。

（一般貯金等に係る保険料の額）

貯金等（決済用貯金（第８条の２第１項に規定する決済用貯金をいう第７条

。次条第１項において同じ。）以外の貯金等に限る。以下「一般貯金等」と

いう。）に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納

付すべき日の属する年の前年の４月１日からその属する年の３月３１日まで

の間の各日（日曜日及び農水産業協同組合貯金保険法施行令（昭和４８年政

令第２０１号。以下「施行令」という。）第５条に規定する日を除く。第８

条の２第１項において同じ。）における一般貯金等の額の合計額を平均した

額に、機構が運営委員会（以下「委員会」という。）の議決を経て定める率

（以下「保険料率」という。）を乗じて計算した金額とする。

２ 前項の一般貯金等には、次に掲げる貯金等で、第５条の保険料計算書に記

載されたものは含めないものとする。

一 外貨貯金

二 譲渡性貯金（払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約

のないものをいう。第８条の２第２項第２号において同じ。）

三 特別国際金融取引勘定（外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２

２８号）第２１条第３項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。第８条

の２第２項第３号において同じ。）において経理された貯金（次号又は第
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５号に掲げる貯金等に該当するものを除く。）

四 日本銀行から受け入れた貯金等（会計法（昭和２２年法律第３５号）第

３４条第１項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。）

五 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等（法第５６条

の３第１項第１号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除

く。）

六 法第２条第２項第４号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭の

うち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農

林債にかかるもの

七 機構から受け入れた貯金等

八 貯金等（法第２条第２項第４号に掲げるものを除く。）に係る証書（貸

付信託法（昭和２７年法律第１９５号）第２条第２項に規定する受益証券

及び信託法（平成１８年法律第１０８号）第１８５条第１項に規定する受

益証券を含む。）が無記名式である貯金等

九 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第

７５号）の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされ

る貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券

発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

３ 機構は、農水産業協同組合から第５条第１項の定めにより提出した保険料

計算書について計算の誤りがあつたこと等のため、納付した保険料に過不足

がある旨の申出を受けたときは、改めて正当な保険料計算書の提出を受け、

保険料に過納の額のある場合はこれを還付し、不足の額のある場合はその追

加納付を受けるものとする。

４ 第１項、第８条の２第１項又は第１０条第１項の規定により保険料又は延

滞金の額を計算する場合において、その額に１０円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てるものとする。

（保険料率）

保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務（法第４０第８条

条の２第２号に掲げる業務を除く。）に要する費用（決済用貯金に係るもの

を除く。）の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ

、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い（農水産業協同組合の経営の

健全性に応じてするものを除く。）をしないように定めるものとする。

２ 機構は、法第４２条第１項又は第２項の資金の借入れをした場合において

、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委

員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。

３ 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産
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大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けるものとする。

４ 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率

を公告するものとする。

（決済用貯金に係る保険料の額）

次に掲げる要件のすべてに該当する貯金（以下「決済用貯金」と第８条の２

いう。）に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納

付すべき日の属する年の前年の４月１日からその属する年の３月３１日まで

の間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会

の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

一 その契約又は取引慣行に基づき第３４条の２に定める取引に用いること

ができるものであること。

二 その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであるこ

と。

三 利息が付されていないものであること。

２ 前項の決済用貯金には、次に掲げる貯金で、第５条の保険料計算書に記載

されたものは含めないものとする。

一 外貨貯金

二 譲渡性貯金

三 特別国際金融取引勘定において経理された貯金（次号又は第５号に掲げ

る貯金に該当するものを除く。）

四 日本銀行から受け入れた貯金（会計法第３４条第１項の規定による国庫

金出納の事務に係るものを除く。）

五 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金（法第５６条の

３第１項第１号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く

。）

六 機構から受け入れた貯金

七 貯金等に係る証書が無記名式である貯金

３ 第７条第３項の規定は、決済用貯金の保険料について準用する。

（保険料率の算定等規定の準用）

第８条の規定は、前条第１項に規定する率について準用する。こ第８条の３

の場合において、第８条第１項中「係るものを除く。」とあるのは、「係る

ものに限る。」と読み替えるものとする。

（保険料の督促及び滞納処分）

機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状第９条

により、期限を指定して、これを督促することができる。

２ 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して１０
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日以上経過した日とする。

３ 機構は、第１項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた

農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれ

に係る次条第１項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住

所又は財産がある市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、その徴収を

請求することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の４パ―セ

ントに相当する金額を当該市町村に交付するものとする。

４ 市町村が、第３項の規定による請求を受けた日から３０日以内にその処分

に着手せず、又は９０日以内にこれを結了しないときは、機構は、農林水産

大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて

、これを処分することができる。

（延滞金）

機構は、前条第１項の規定による督促をしたときは、保険料の額に第１０条

つき年１４．５パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財

産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収するものとす

る。

２ 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その

納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納

付のあつた保険料の額を控除した額によるものとする。

３ 第１項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合とする。

保険金及び仮払金第４章

（保険事故の通知）

機構は、農水産業協同組合から法第５７条第１項に定める通知を受第１１条

けた場合において、当該通知に係る保険事故が第一種保険事故であるときは

、直ちに、その旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣（当該通知が都道府県知

事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは農林水産大臣及

び内閣総理大臣並びに当該都道府県知事）並びに財務大臣に通知するものと

する。

２ 機構は、農林水産大臣若しくは内閣総理大臣又は都道府県知事から法第５

７条第３項の通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告するも

のとする。

（仮払金の支払）

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者に第１２条
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対し、その請求に基づいて、仮払金の支払をするものとする。ただし、次条

第１項の規定により仮払金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。

２ 前項の仮払金（以下「仮払金」という。）の額は、一の保険事故が発生し

た農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者

が当該農水産業協同組合に対して有する普通貯金に係る債権のうち元本の額

で、同項の請求があつたものに相当する金額（当該金額が６０万円を超える

ときは、６０万円を限度とする。）とする。

（仮払金の支払の決定）

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から１週第１３条

間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき、仮払金の支払

をするかどうかを決定するものとする。

一 保険事故に関して法第５７条第１項又は同条第３項の規定による通知が

あつたとき。 その通知があつた日

二 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき

。 その知つた日

三 第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併

、信用事業譲渡等（法第２条第９項に規定する信用事業譲渡等をいう。以

下同じ。）又は付保貯金移転（法第２条第９項に規定する付保貯金移転を

いう。以下同じ。）に係る法第６７条第１項の決議又は賛成が得られなか

つた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

四 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合

を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る法第

６７条第１項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。

その知つた日

２ 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事

項を農林水産大臣及び内閣総理大臣（当該決定が都道府県知事の監督に係る

農水産業協同組合に関するものであるときは、農林水産大臣及び内閣総理大

臣並びに当該都道府県知事）に報告するものとする。

（仮払金の支払の公告等）

機構は、仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに委員第１４条

会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所及び支払の取扱時間、機構

が仮払金の支払業務を農水産業協同組合その他の金融機関に委託する場合に

は当該農水産業協同組合その他の金融機関、貯金者が仮払金の支払を請求す

る際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの並びにその他機構

が必要と認める事項を定め、これを公告するものとする。

２ 機構は、前項の公告をした後に当該農水産業協同組合について、次に掲げ
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る事由があつたときは、その公告した支払期間を変更することができる。

一 破産法（平成１６年法律第７５号）第１９７条第１項（同法第２０９条

第３項において準用する場合を含む。）の規定による配当の公告

二 法第１１８条の２第２項の規定による通知

三 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第１７４条第１項の規定によ

る再生計画認可の決定

３ 前項の規定により仮払金の支払期間を変更する場合には、機構は、変更後

の支払期間の末日を同項に規定する事由があつた日から起算して３週間を経

過する日以後にするものとする。

４ 機構は、第２項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その

変更に係る事項を公告するものとする。

５ 前条第２項の規定は、第１項に規定する事項を定めた場合及び第２項の規

定により支払期間を変更した場合について準用する。

（仮払金の支払の公告の方法）

機構は、前条第１項又は同条第４項の規定による公告を行う場合に第１５条

は、官報への掲載並びに当該保険事故に係る農水産業協同組合及び仮払金の

支払業務を委託した農水産業協同組合その他の金融機関の店頭への掲示その

他適当と認められる方法により公告するものとする。

（仮払金の支払の手続）

機構は、貯金者から保険事故に係る普通貯金について仮払金の支払第１６条

請求を受けるときは、第１号に掲げる仮払金支払請求書を提出させ、第２号

及び第３号に掲げる書類等を提示させるものとする。ただし、第２号に掲げ

る通帳が発行されていない場合又は第３号に掲げる印鑑の届出がされていな

い場合はこの限りでない。

一 仮払金支払請求書

二 普通貯金の通帳

三 普通貯金について届出のあつた印鑑

２ 機構は、第１４条第１項又は同条第４項の規定により公告した支払期間内

に限り、前項の支払請求を受けるものとする。ただし、貯金者がその支払期

間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構

が認めるときは、この限りでない。

３ 第１項第１号に掲げる仮払金支払請求書の様式については、機構がこれを

定めるものとする。

（保険金の支払）

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等第１７条

に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第
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一種保険事故については、機構が第２０条第１項の規定により保険金の支払

をする旨の決定をすることを要件とする。

２ 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合

につき、その発生した後（同項ただし書の規定が適用される場合には、機構

が同項ただし書の決定をした後）に当該保険事故に関連して他の保険事故が

発生した場合における当該他の保険事故（以下「関連保険事故」という。）

を含まないものとする。

３ 機構は、保険事故に係る各貯金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相

当する金額を機構が定める農水産業協同組合その他の金融機関に普通預貯金

として預入し、当該普通預貯金に係る債権を当該保険事故に係る貯金者等に

対して譲渡する方法により、保険金の支払を行うことができる。

４ 機構は、前項に規定する方法により保険金の支払を行う場合には、速やか

に、同項に規定する農水産業協同組合その他の金融機関を定め、農林水産大

臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、当該保険金の支払に関する

業務を当該農水産業協同組合その他の金融機関に対して委託するものとする。

５ 機構は、前項に規定する農水産業協同組合その他の金融機関については、

その財務等の状況、事務処理体制、業務を行つている地域その他の事情に照

らし、当該保険金の支払を適切に行い得るものを定めるものとする。

（一般貯金等に係る保険金の額等）

一般貯金等（次項に掲げる一般貯金等を除く。以下「支払対象一般第１８条

貯金等」という。）に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業

協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農

水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権（その者が前

条第１項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、仮払金（

支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。）の支払

又は第７４条において準用する第３４条の３第１項の貸付けに係る支払対象

一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。第４項か

ら第６項までの規定において同じ。）のうち元本の額（支払対象一般貯金等

のうち法第２条第２項第４号に掲げるものにあつては、同号に規定する農林

債の発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。）及び利息等の額の合

算額（その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額）で、

前条第１項の請求があつたものに相当する金額とする。

２ 前項に規定する支払対象一般貯金等に含めない一般貯金等は、次に掲げる

貯金等とする。

一 他人（仮設人を含む。）の名義をもつて有している貯金等

二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律（昭和３２年法律第１３６号
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）第２条第１項又は第２項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等

３ 第１項の「利息等」とは、次に掲げるものをいう。

一 貯金契約に係る利息

二 定期積金契約に係る給付補てん金（法第６０条の２第１項第２号に規定

する給付補てん金をいう。第３５条第３項第３号において同じ。）

三 金銭信託（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和１８年法律

第４３号）第６条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。

）に係る信託契約に係る収益の分配

四 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託（貸付信託を含む。）に係る信託

契約に係る収益の分配のうち、当該信託契約に係る収益の分配を行うまで

の間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当

該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用している

ものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するもの

五 法第２条第２項第４号に規定する農林債（割引の方法により発行された

ものを除く。）に係る利息

六 法第２条第２項第４号に規定する農林債のうち割引の方法により発行さ

れたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相

当するもの

４ 保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する支払対象一般貯金等

に係る債権のうち利息等（前項に規定する利息等をいう。以下同じ。）の額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とす

る。

一 前項第１号に規定する利息のうち普通貯金、貯蓄貯金、出資予約貯金、

納税貯蓄組合貯金、納税準備貯金及び別段貯金に係るもの 当該貯金契約

に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日（利払いがされていな

い場合にあつては預入の日）から保険事故が発生した日までの期間に対応

する金額

二 前項第１号に規定する利息のうち前号に掲げる貯金以外の貯金に係るも

の 当該貯金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率に

より計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日

数につき日割計算により算出した金額

三 前項第２号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで

有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のう

ち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき

日割計算により算出した金額

四 前項第３号に規定する収益の分配 同号に規定する利益の補足に係る契
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約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生

した日までの日数につき日割計算により算出した金額

五 前項第４号に規定するもの 同号に規定するものの保険事故が発生した

日における額のうち、元本の額に対応する金額

六 前項第５号に規定する利息 同号に規定する農林債に係る発行要項に基

づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した

日までの日数につき日割計算により算出した金額

七 前項第６号に規定するもの 同号に規定する金額のうち、当該農林債の

購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出

した金額

５ 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、第１項の元本の額（その額が同

一人について二以上あるときは、その合計額）が１，０００万円を超えると

きは、１，０００万円及び１，０００万円に対応する元本に係る利息等の額

を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上

あるときは、１，０００万円に対応する元本は、次の各号に定めるところに

より１，０００万円に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場

合の当該元本とする。

一 支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているもの

と担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつて

いないものに係る元本を先とする。

二 支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同

一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先と

する。

三 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期が同じも

のが同一人について二以上あるときは、その金利（利率、定期積金の利回

り、金銭信託の予定配当率（貸付信託にあつては、予想配当率）及び第３

項第６号に規定する債券の割引率をいう。次号において同じ。）の低いも

のに係る元本を先とする。

四 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じもの

が同一人について二以上あるときは、原則として元本の額の少ないものに

係る元本を先とする。

五 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で元本の額の同じ

ものが同一人について二以上あるときは、原則として貯金を特定する番号

の若いものに係る元本を先とする。

六 第二号から第五号までの規定は、支払対象一般貯金等に係る債権で担保

権の目的となっているものが同一人について二以上あるときに準用する。
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６ 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について仮払金の支払を受けてい

る場合又は第７４条において準用する第３４条の３第１項の貸付けに係る支

払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般

貯金等に係る保険金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定によ

り計算した支払対象一般貯金等に係る保険金の額に対応するそれぞれの貯金

等に係る債権の額につきそれぞれ対応する仮払金の支払及び第７４条におい

て準用する第３４条の３第１項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻し

を受けた額（次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。）を控除

した金額に相当する金額とする。

７ 機構は、第１項から第５項までの規定により計算した保険金の額に対応す

る各元本のうち普通貯金に係る元本の額の合計額を超える額の仮払金を受領

した貯金者があるときは、当該貯金者に対し、その超える金額について、期

限を指定して払戻しを請求するものとする。

８ 機構は、前項の規定により期限を指定して払戻しを請求した仮払金の全部

又は一部を、当該期限内に貯金者が返済しないときは、当該貯金者に対し、

その払戻しを督促するものとする。

９ 機構は、第７項の規定により指定した期限の後相当の期間内に仮払金の払

戻しがされない場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、仮払金

の払戻しが困難あるいは不適当であると認められるときは、保全及び取立て

に関する事務をすることを要しないものとする。

一 仮払金を受領した貯金者の所在が不明であるとき。

二 払戻しを請求すべき仮払金の額が少額で、取立てに要する費用に満たな

いと認められるとき。

（決済用貯金に係る保険金の額）

決済用貯金（次項に掲げる決済用貯金は含めないものとする。第１８条の２

以下「支払対象決済用貯金」という。）に係る保険金の額は、一の保険事故

が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において

現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係

る債権（その者が第１７条第１項の請求をした時において現に有するものに

限るものとし、仮払金（支払対象決済用貯金に係るものに限る。以下この条

において同じ。）の支払又は第３４条の３第１項（第７４条において準用す

る場合を含む。第３項において同じ。）の貸付けに係る支払対象決済用貯金

の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。）のうち元本の額（

その額が同一人について二以上ある場合には、その合計額）に相当する金額

とする。

２ 前項に規定する支払対象決済用貯金に含めない決済用貯金は、次に掲げる
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貯金とする。

一 他人（仮設人を含む。）の名義をもつて有している貯金

二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第２条第１項又は第２項の規

定に違反してされた契約に基づく貯金

３ 前条第６項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係

る貯金者が当該保険事故について仮払金の支払を受けている場合又は第３４

条の３第１項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合

について準用する。この場合において、前条第６項中「前各項の規定にかか

わらず、これらの規定」とあるのは、「第１８条の２第１項及び第２項の規

定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

（保険金計算規定）

保険金計算規定とは、第１８条第１項から第６項（同項の規定第１８条の３

を第１８条の２第３項において準用する場合を含む。）まで並びに第１８条

の２第１項及び第２項の規定をいう（以下同じ。）。

（確定拠出年金に係る貯金等の特例）

一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠第１８条の４

出年金法（平成１３年法律第８８号）第２条第７項第１号ロに規定する資産

管理機関（同法第８条第１項第１号に規定する信託の受託者に限る。）又は

同法第２条第５項に規定する連合会若しくは同法第６１条第１項第３号に規

定する事務の受託者（信託会社（信託業務を営む金融機関を含む。）に限る

。）（以下「資産管理機関等」という。）である場合におけるその者の保険

金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第１号に掲げる金額から第２号に

掲げる金額を控除した残額に第３号に掲げる金額を加えた金額とする。

一 当該資産管理機関等の支払対象貯金等（支払対象一般貯金等又は支払対

象決済用貯金をいう。以下同じ。）に係る債権（当該支払対象貯金等を有

する貯金者等が第１７条第１項の請求をした時において現に有するものに

限るものとし、仮払金の支払又は第３４条の３第１項（第７４条において

準用する場合を含む。）の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現

に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。）のうち

確定拠出年金の積立金（確定拠出年金法第８条第１項に規定する積立金を

いう。以下この条において同じ。）の運用に係るものについて、当該運用

を指図した加入者等（同法第２条第７項第１号イに規定する加入者等をい

う。以下この条において同じ。）のそれぞれにつき、当該保険事故が発生

した日（以下この項において「保険事故日」という。）において現に当該

資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に

係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額（同法第２条第１３項に
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規定する個人別管理資産額をいう。）に相当する金額の部分（次項におい

て「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。）を当該加入者

等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合

に保険金の額とされる金額の合計額

二 保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して

有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ

保険金の額とされる金額の合計額

三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に

対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運

用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされ

る金額

２ 前項第１号の規定により第１８条第５項の規定を適用する場合における１

，０００万円に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、１，００

０万円に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本

とする。

一 前項第１号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る

債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者

等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者

等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。

二 当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の

個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が二以上あるときは、機構が指

定するものに係る元本を先とする。

３ 第１項の場合における前条の規定の適用については、同条中「並びに第１

８条の２第１項及び第２項」とあるのは、「、第１８条の２第１項及び第２

項並びに第１８条の４第１項及び第２項」とする。

（貯金等に係る債権の額の把握）

機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該第１９条

保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日におい

て現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握す

るものとする。

２ 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必

要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯

金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他施行規則第

２１条各号に掲げるデータベース（貯金等に係る情報の集合物であつて、そ

れらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成

したものをいう。第４項及び第６項において同じ。）の区分に応じ当該各号
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に定めるものについて、資料の提出を求めるものとする。

３ 機構は、施行規則第２１条第８号に規定するファイルを定めるものとする。

４ 機構は、施行規則第２１条各号に掲げるデータベースの区分に応じ当該各

号に規定するところにより必要と認める事項を定めるものとする。

５ 機構は、施行規則第２２条に規定する様式を定め、農水産業協同組合に示

すものとする。

６ 機構が第２項の規定により資料の提出を求めるときは、前項の規定により

機構が示す様式に従つて第２項に規定する事項を記録したデータベースを機

構が指定する磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物を含む。）をもつて調製し、又は当該データベース

を電子情報処理組織を使用して提出することを求めるものとする。

（保険金の支払の決定）

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から１月第２０条

以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をす

るかどうかを決定するものとする。

一 第一種保険事故に関して法第５７条第１項又は第３項の規定による通知

があつたとき。 その通知があつた日

二 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つ

たとき。 その知つた日

三 第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併

、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る法第６７条第１項の決議又は賛

成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知

があつた日

四 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合

を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る法第

６７条第１項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。

その知つた日

２ 機構は、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を農林水産大臣、財務大

臣及び内閣総理大臣に申請することができる。

３ 第１３条第２項の規定は、第１項の規定による決定をした場合について準

用する。

（保険金の支払の公告等）

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険第２１条

金の支払期間、支払場所、支払方法及び支払の取扱時間、機構が保険金の支

払業務を農水産業協同組合その他の金融機関に委託する場合には当該農水産

業協同組合その他の金融機関、貯金者等が保険金の支払を請求する際に機構
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に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの、その他機構が必要と認める

事項を定め、これを公告するものとする。

一 前条第１項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の

決定をしたとき。

二 第二種保険事故（関連保険事故を除く。次号において同じ。）に関して

法第５７条第１項又は同条第３項の規定による通知があつたとき。

三 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つ

たとき。

２ 第１４条第２項から第４項までの規定は、前項の規定により公告した支払

期間を変更する場合について準用する。

３ 第１３条第２項の規定は、第１項に規定する事項を定めた場合及び第２項

の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

（保険金の支払の公告の方法）

機構は、前条第１項又は同条第２項において準用する第１４条第４第２２条

項の規定による公告を行う場合には、官報への掲載並びに当該保険事故に係

る農水産業協同組合及び保険金の支払業務を委託した農水産業協同組合その

他の金融機関の店頭への掲示その他適当と認められる方法により公告するも

のとする。

（保険金の支払の手続）

機構は、貯金者等から保険事故に係る支払対象貯金等について保険第２３条

金の支払請求を受けるときは、第１号に掲げる保険金支払請求書を提出させ

、第２号から第４号までに掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。

ただし、貯金者等が提出又は提示できない書類等があることにつき、やむを

得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

一 保険金支払請求書

二 保険金支払明細書（保険金の額に対応する貯金等に係る債権が担保権の

目的となつているものを含む場合に限る。）

三 貯金者等につき、次のイからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれイ

からニまでに定める書類

イ 人 戸籍の謄本若しくは抄本、印鑑証明書、健康保険の被保険者証、

年金手帳、運転免許証、外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）第

４条の３第２項に規定する登録原票記載事項証明書、外国人登録証明書

又は旅券その他の本人であることを証するに足りる書類（氏名及び生年

月日の記載のあるものに限る。）

ロ 法人（国、地方公共団体及び民法（明治３１年法律第９号）第９５１

条の規定による法人（次項において「相続財産法人」という。）を除く
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。） 商業登記簿又は法人登記簿の登記事項証明書

ハ 特別地方公共団体（特別区を除く。） 設立及び財産を管理する事務

を行う者を証するに足りる条例又は規約の写しその他の書類

ニ 法人格のない社団又は財団 規約の写しその他の当該社団又は財団の

名称、設立年月日、代表者又は管理人並びに財産の総有及び管理関係を

証するに足りる書類

四 その他機構が必要と認める書類その他のもの

２ 機構は、貯金者等の法定代理人等（人の法定代理人、任意後見人（任意後

見契約に関する法律（平成１１年法律第１５０号）第２条第４号に規定する

任意後見人をいう。以下この項において同じ。）、民法第９５２条第１項の

管理人（以下この項において「相続財産管理人」という。）、法人（国、地

方公共団体、独立行政法人及び相続財産法人を除く。）の代表者又は法人格

のない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人をいう。以下この項におい

て同じ。）から前項に規定する請求を受けるときは、その法定代理人等自身

であることを証するに足りる同項第３号イに規定する書類を提出又は提示さ

せるものとする。人の法定代理人、任意後見人又は相続財産管理人から請求

を受けるときは、更に、戸籍の謄本、後見登記等に関する法律（平成１１年

法律第１５２号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書又は審判書の謄

本その他の法定代理権又は任意後見を証するに足りる書類を提出又は提示さ

せるものとする。

３ 機構は、前項に規定するほか、貯金者等がその配偶者、同居の親族、使用

人その他の従業者その他適当と認められる者を代理人と定め、その代理人が

第１項に規定する請求を行うことを認めるものとする。この場合において、

機構は、貯金者等の作成した委任状（印鑑証明書に係る印鑑を押捺したもの

に限る。）、貯金者等の印鑑証明書、その代理人自身であることを証するに

足りる同項第３号イに規定する書類その他機構が必要と認める事項を記載し

た書類を提出又は提示させるものとする。ただし、国、地方公共団体又は独

立行政法人が当該職員を代理人と定めたときは、これらの書類に代えて委任

並びに当該職員の官職及び氏名を証するに足りる書類その他機構が必要と認

める事項を記載した書類を提出又は提示させるものとする。

４ 機構が貯金者等から郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（

平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条

第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外

国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便による送付（以下

「郵送等」という。）により第１項に規定する請求を受ける場合における同

項から第３項までの規定の適用については、第１項中「第１号に掲げる保険
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金支払請求書を提出させ、第２号から第４号までに掲げる書類等を提出又は

提示させ」とあるのは「次に掲げる書類等を提出させ」と、「提出又は提示

できない」とあるのは「提出できない」と、同項第３号イ中「健康保険の被

保険者証、年金手帳、運転免許証、外国人登録法（昭和２７年法律第１２５

号）第４条の３第２項に規定する登録原票記載事項証明書、外国人登録証明

書又は旅券」とあるのは「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）

第４条の３第２項に規定する登録原票記載事項証明書」と、同条第２項及び

第３項中「提出又は提示」とあるのは「提出」とする。

５ 機構は、第２１条第１項又は同条第２項において準用する第１４条第４項

の規定により公告した支払期間内に限り、第１項の支払請求を受けるものと

する。ただし、貯金者等がその支払期間内に請求しなかつたことにつき災害

その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

６ 第１項第１号に掲げる保険金支払請求書及び同項第２号に掲げる保険金支

払明細書の様式については、機構がこれを定めるものとする。

債権の取得と行使第５章

（債権の取得等）

機構は、第１７条第１項に規定する保険金の支払の請求があつたと第２４条

きは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により計算した保険

金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応し、当該貯金者等が農水産業

協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。

２ 機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担

保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が

消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る

債権（機構が取得した部分に限る。）額に相当する金額を限度として、保険

金の支払を保留することができる。

３ 機構は、前項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の

支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付する

ものとする。

一 支払を保留する保険金の額

二 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る貯金等の種類、額

、口座番号その他当該貯金等を特定するに足りる事項

三 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称

四 保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等

が当該保留に係る保険金の支払を求める際に機構に対し提出又は提示をす
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べき書類その他のもの

４ 機構は、貯金者等から保留している保険金の支払の請求を受けるときは、

第１号に掲げる保険金支払保留解除請求書を提出させ、第２号から第５号ま

でに掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。ただし、貯金者等が提

出又は提示できない書類等があることにつき、やむを得ない事情があると機

構が認めるときは、この限りでない。

一 保険金支払保留解除請求書

二 貯金者等につき、前条第１項第３号イからニまでに掲げる者の区分に応

じそれぞれ同号イからニまでに定める書類

三 前項の規定により貯金者等に交付された書面

四 保留の原因たる被担保債権が消滅したことを証するに足りる書類

五 その他機構が必要と認める書類その他のもの

５ 前条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する請求について準用する。

この場合において、同条第２項及び第３項中「同項第３号イ」とあるのは「

第２３条第１項第３号イ」と読み替えるものとする。

６ 機構が貯金者等から郵送等により第４項に規定する請求を受ける場合にお

ける第４項の規定の適用については、第４項中「提出又は提示」とあるのは

「提出」と読み替えるものとする。

７ 第４項第１号に掲げる保険金支払保留解除請求書の様式については、機構

がこれを定めるものとする。

８ 機構は、貯金者等に対し仮払金の支払をしたときは、その支払金額（法第

５６条第４項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。）に応じ、

貯金者が農水産業協同組合に対して有する当該支払の対象となつた普通貯金

に係る債権を取得する。

９ 機構は、第１項及び前項に規定する債権を取得したときは、その旨を当該

農水産業協同組合に通知するものとする。

（債権の行使方法）

機構は、前条の規定により債権を取得したとき、及び第３５条第１第２５条

項の規定による貯金等債権の買取りを行つたときは、当該農水産業協同組合

に対する債権者として、その債権の保全及び行使のため必要と認める措置を

講じ、かつ、その債権の全部又は一部について回収の見込みがあるときは、

回収に努めるものとする。

資金援助第６章

（救済農水産業協同組合に対する資金援助）
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機構は、法第６１条第１項の規定による資金援助の申込みを受けた第２６条

ときは、委員会の議決を経て、次の各号に掲げる措置（以下「資金援助」と

いう。）を行うものとする。

一 金銭の贈与

二 資金の貸付け又は預入れ

三 資産の買取り

四 債務の保証

五 債務の引受け

六 優先出資の引受け等

七 損害担保

２ 機構は、前項の規定により法第６１条第１項に規定する救済農水産業協同

組合（以下「救済農水産業協同組合」という。）又は同条第２項第２号に掲

げる合併により設立される農水産業協同組合に対し資金の貸付け又は預入れ

をしようとするときは、農水産業協同組合の貸付金利、貯金金利その他の条

件の動向を勘案して当該貸付け又は預入れに係る利率その他の条件を定める

ものとし、必要に応じて担保を徴求するものとする。

３ 機構は、第１項に規定する資金援助のうち法第６１条第２項第２号に掲げ

る合併を援助するために行うものは、当該合併に係る救済農水産業協同組合

又は当該合併に係る同号に掲げる合併により設立される農水産業協同組合に

対して行うものとする。

４ 第１項第３号に規定する資産の買取りは、救済農水産業協同組合若しくは

法第６１条第２項第２号に掲げる合併により設立される農水産業協同組合の

資産（合併等に伴い経営困難農水産業協同組合から承継したものに限る。）

又は経営困難農水産業協同組合の資産のうち、回収が不可能若しくは困難と

認められ、又は価値の低下していると認められる等、合併等を援助するため

に買取りの対象とすることが適当と認められる資産について行うものとする。

５ 機構は、前項の規定により資産の買取りを行う場合には、当該買取りに係

る資産のうち、回収不能その他これに準ずる相当の事由（以下「回収不能等

の事由」という。）があると認められる資産については、相当の減額をした

価格に相当する金額により買い取るものとする。

６ 第１項第４号に規定する債務の保証又は同項第５号に掲げる債務の引受け

は、次の各号に該当する債務について行うものとする。

一 信用事業譲渡等又は付保貯金移転に伴い救済農水産業協同組合が経営困

難農水産業協同組合から承継する資産の額と負債の額との差額の支払に関

し、経営困難農水産業協同組合が救済農水産業協同組合に対して債務を負

う場合における当該債務



- 22 -

二 信用事業譲渡等に伴い救済農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組

合から承継する保証債務のうち、機構が引き受けることを特に必要と認め

る保証債務

７ 機構は、前項第２号に規定する保証債務の引受けを行う場合には、当該保

証債務の履行により取得することとなる求償債権につき回収不能等の事由が

あると認められる保証債務については、当該回収不能等の事由に備え引き当

てた引当金を伴う引受けその他の適切な措置を講ずるものとする。

８ 第１項第７号に掲げる損害担保は、救済農水産業協同組合又は法第６１条

第２項第２号に掲げる合併により設立される農水産業協同組合の資産（合併

等に伴い経営困難農水産業協同組合から承継したものに限る。）のうち合併

等を援助するために損害担保の対象とすることが適当と認められるもの（第

３２条において「損害担保対象債権」という。）について行うものとする。

９ 機構が第１項の規定により救済農水産業協同組合又は法第６１条第２項第

２号に掲げる合併により設立される農水産業協同組合に対し資金援助を履行

する時期は、合併等を行う日以降の日とする。

１０ 前項の規定にかかわらず、第５項の規定により経営困難農水産業協同組

合の資産の買取りを行う場合にあつては、当該買取りを履行する時期は、前

項に規定する合併等を行う日以前の日とする。

（債権者間の衡平を図るための資金援助）

機構は、法第６１条の２第１項の規定による資金援助の申込みを受第２７条

けたときは、委員会の議決を経て、合併等（法第６１条第２項第３号に掲げ

る信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその事業の一部を他の

農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。次項において同

じ。）を行う経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該

経営困難農水産業協同組合に対して資金援助（前条第１項第１号に掲げるも

のに限る。次項において同じ。）を行うものとする。

２ 機構が前項の規定により経営困難農水産業協同組合に対し資金援助を履行

する時期は、合併等を行う日以降の日とする。

（農水産業協同組合連合会等に対する資金援助）

機構は、農水産業協同組合連合会又は農林中央金庫（以下「農水産第２８条

業協同組合連合会等」という。）から法第６２条第１項に規定する資金援助

の申込みを受けたときは、委員会の議決を経て資金援助（資産の買取り及び

債務の引受けを除く。）を行うものとする。

２ 第２６条第２項及び第９項の規定は、農水産業協同組合連合会等に対して

行う資金の貸付け又は預入れについて準用する。この場合において、信用事

業再建措置にあつては、同条第９項中「合併等を行う日」を「信用事業再建
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措置に係る援助が行われる日」と読み替えるものとする。

３ 農水産業協同組合連合会等に対して行う債務の保証は、当該農水産業協同

組合連合会等が合併等又は信用事業再建措置について援助を行うため他の金

融機関から資金の借入れをする場合の債務について行うものとする。

４ 第２６条第９項の規定は、農水産業協同組合連合会等に対して行う金銭の

贈与及び債務の保証について準用する。この場合において、信用事業再建措

置にあつては、「合併等を行う日」を「信用事業再建措置に係る援助が行わ

れる日」と読み替えるものとする。

（指定支援法人に対する資金援助）

機構は、法第６２条の２第１項に規定する指定支援法人（以下第２８条の２

「指定支援法人」という。）から同項に規定する資金援助の申込みを受けた

ときは、委員会の議決を経て資金援助（金銭の贈与、資金の貸付け又は債務

の保証に限る。）を行うものとする。

２ 第２６条第２項及び第９項の規定は、指定支援法人に対して行う資金の貸

付けについて準用する。

３ 指定支援法人に対して行う債務の保証は、当該指定支援法人が合併等につ

いて援助を行うため他の金融機関から資金の借入れをする場合の債務につい

て行うものとする。

４ 第２６条第９項の規定は、指定支援法人に対して行う金銭の贈与及び債務

の保証について準用する。

（資金援助の額）

機構の資金援助の額は、原則として、次の各号に掲げるものに充当第２９条

し又は補てんするために要する金額（経営困難農水産業協同組合の資産の額

が負債の額を超えている場合には、その超える額を控除し、経営困難農水産

業協同組合の負債の額が資産の額を超えている場合には、その超える額を加

えた金額）の範囲内で、合併等又は信用事業再建措置を援助するため最小限

必要と認められる金額とする。

一 経営困難農水産業協同組合の資産のうち回収が不可能若しくは著しく困

難と認められ、又は価値の著しく低下していると認められる資産で、資金

援助の対象とすることが適当と認められる部分の額

二 救済農水産業協同組合又は法第６１条第２項第２号に掲げる合併により

設立される農水産業協同組合が合併等により経営困難農水産業協同組合の

資産を承継して保有すること等により、各事業年度において逸失するもの

と見込まれる利益の額の資金援助を行う時点における評価額の合計額

２ 前項の規定にかかわらず、第２８条第１項の規定による資金援助の申込み

が、法第６２条第２項に規定する相互援助取決めにより農水産業協同組合連
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合会等が当該農水産業協同組合連合会等の子会社に行わせる資産の買取りそ

の他の援助を行う場合において行われるものであるときは、機構は、前項に

規定する金額を超えて当該子会社の業務の円滑な実施に必要な範囲内におい

て、当該資金援助を行うことができるものとする。

３ 機構は、次条第１項に規定する資金援助の額の決定に当たり考慮した経営

困難農水産業協同組合の財務の状況（次項に定める係争案件に係るものを除

く。）を精査した結果、当該資金援助の額に不足が認められるときは、当該

決定に係る委員会の議決の日以後１年以内に限り、委員会があらかじめ定め

た範囲内でその不足する額に充当し又は補てんするため当該資金援助の額を

増額することができる。

４ 機構は、経営困難農水産業協同組合の係争中若しくは係争のおそれのある

案件で、訴訟等が現実化する件数又は当該訴訟等により被ることとなる損失

の金額を予測することが困難なものとして、委員会があらかじめ類型を定め

たものについては、当該類型に係る訴訟等の結果、経営困難農水産業協同組

合が現に損失を被り又は被ることが確実となり、次条第１項に規定する資金

援助の額に不足が認められるときは、委員会の議決を経て、その不足する額

に充当し又は補てんするため当該資金援助の額を増額することができる。

（資金援助の決定）

機構は、第２６条第１項、第２７条第１項（第３４条第５項におい第３０条

て準用する場合を含む。）、第２８条第１項又は第２８条の２第１項に規定

する資金援助の申込みを受けたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当

該申込みに係る資金援助の可否及び資金援助の額その他資金援助を行うに当

たり必要と認められる事項を決定するものとする。

２ 機構は、必要と認めるときは、救済農水産業協同組合、農水産業協同組合

連合会等又は指定支援法人に対し当該資金援助の可否を決定するため参考と

なるべき事項につき説明を求めるものとする。

３ 機構は、第１項の規定による決定をしようとするときは、農林水産大臣、

財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けるものとする。

４ 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併

等又は信用事業再建措置に係る第１項の規定による決定をしたときは、直ち

に、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告するものとする。

（資金援助に関する契約の締結）

機構は、前条第１項の規定により、資金援助を行う旨の決定をした第３１条

ときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合、農水産業協同組合連合会等

又は指定支援法人との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。

（損害担保）
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機構が行う損害担保は、損害担保対象債権を有することとなる救済第３２条

農水産業協同組合又は法第６１条第２項第２号に掲げる合併により設立され

た農水産業協同組合（以下この条において「損害担保対象債権保有農水産業

協同組合」という。）の当該損害担保対象債権に係る債務の全部又は一部の

弁済がなされないことになつた場合において、あらかじめ締結する契約に基

づき、損害担保対象債権保有農水産業協同組合に対し、その弁済がなされな

いこととなつた額の一部を補てんするものとする。

２ 前項の契約は、当該損害担保対象債権について利益が生じた場合には、当

該契約を締結する農水産業協同組合が、当該利益の額の一部を機構に納付し

、又は当該損害担保対象債権保有農水産業協同組合をして機構に納付させる

ための措置を講ずる旨の約定を含むものとする。

（優先出資の引受け等）

委員会は、第３０条第１項の規定により行う議決が優先出資の引受第３３条

け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が法第６５

条の２第２項に規定する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出

資の引受け等を行う旨の決議をするものとする。

２ 機構は、第２６条第１項の規定による資金援助の申込みが優先出資の引受

け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしよう

とするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣

及び内閣総理大臣の承認を受けるものとする。

３ 機構は、第３０条第１項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により

取得した優先出資（以下この項において「取得優先出資」という。）又は同

条第１項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した貸付債権

（以下この項において「取得貸付債権」という。）の全部につきその処分を

し、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る

救済農水産業協同組合に対し、法第６５条の２第１項の規定により提出され

た計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

（追加的資金援助）

機構は、資金援助に係る合併等の後、法第６９条第１項の規定によ第３４条

る追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるとき

は、委員会の議決を経て、追加の資金援助（以下この条において「追加的資

金援助」という。）を行うことができる。

２ 機構は、追加的資金援助のうち資金援助に係る法第６１条第２項第２号に

掲げる合併が行われた後に行うものは、当該合併により設立された農水産業

協同組合に対して行うものとする。

３ 追加的資金援助（第２６条第１項第３号に掲げるものに限る。）は、経営



- 26 -

困難農水産業協同組合の資産、救済農水産業協同組合又は法第６１条第２項

第２号に掲げる合併により設立された農水産業協同組合の資産（合併等に伴

い経営困難農水産業協同組合から承継したものに限る。）のうち、回収が不

可能若しくは困難と認められ、又は価値の低下していると認められる等、合

併等の後に買取りの対象とすることが必要と認められる資産について行うも

のとする。

４ 追加的資金援助（第２６条第１項第７号に掲げるものに限る。）は、救済

農水産業協同組合又は法第６１条第２項第２号に掲げる合併により設立され

た農水産業協同組合の資産（合併等に伴い経営困難農水産業協同組合から承

継したものに限る。）である貸付債権のうち合併等の後に損害担保の対象と

することが必要と認められるものについて行うものとする。

５ 第２６条第２項の規定は追加的資金援助（同条第１項第２号に掲げるもの

に限る。）について、同条第４項の規定は第３項の追加的資金援助について

、同条第６項の規定は追加的資金援助（同条第１項第４号又は第５号に掲げ

るものに限る。）について、同条第７項の規定はこの項において準用する同

条第６項第２号に規定する保証債務の引受けについて、同条第１０項、第３

０条第１項及び前条第２項の規定は第１項の規定による申込みについて、第

２７条第１項の規定は法第６９条第４項において準用する法第６１条の２第

１項の規定による資金援助の申込みについて、第２９条第１項の規定は追加

的資金援助の額について、第３０条第２項の規定は追加的資金援助の可否の

決定について、同条第３項の規定はこの項において準用する同条第１項の規

定による決定について、第３１条の規定はこの項において準用する第３０条

第１項の規定による資金援助を行う旨の決定について、第３２条の規定は前

項の追加的資金援助について、前条第１項の規定はこの項において準用する

第３０条第１項の規定により行う議決について、前条第３項の規定はこの項

において準用する第３０条第１項の決定に基づいて取得した優先出資及び貸

付債権について、それぞれ準用する。この場合において、第２６条第２項中

「設立される」とあるのは「設立された」と、第２９条第１項中「原則とし

て」とあるのは「当該追加的資金援助前に行われた資金援助（追加的資金援

助を含む。）の額と併せ、原則として」と、同項第２号中「設立される」と

あるのは「設立された」と、第３２条第１項中「損害担保対象債権を」とあ

るのは「第３４条第４項に規定する貸付債権のうち合併等の後に損害担保の

対象とすることが適当と認められるもの（以下この条において「損害担保対

象債権」という。）を」と、前条第１項中「法第６５条の２第２項」とある

のは「法第６９条第４項において準用する法第６５条の２第２項」と、同条

第３項中「第６５条の２第１項」とあるのは「法第６９条第４項において準



- 27 -

用する法第６５条の２第１項」と読み替えるものとする。

資金決済に関する債権者の保護第６章の２

（決済債務の保護）

農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引に関し農水産業協第３４条の２

同組合が負担する債務（外国通貨で支払が行われるものを除く。以下「決済

債務」という。）であつて、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合

に消滅するもの以外のもの（以下この項及び次条第１項において「特定決済

債務」という。）については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特

定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に

係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特

定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この

業務方法書の規定（この章及び第７４条の規定を除く。）を適用する。この

場合において、第８条の２第１項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯

金（以下「決済用貯金」という。）に係る保険料」とあるのは「特定決済債

務に係る保険料」と、第１８条の２第１項中「決済用貯金（次項に掲げる決

済用貯金は含めないものとする。以下「支払対象決済用貯金」という。）に

係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の

額」とあるのは「の額」と、同条第３項中「その有する支払対象決済用貯金

」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」とする。

２ 前項の規定による農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引は、次に掲

げる取引（資金決済に関する法律（平成２１年法律第５９号）第７２条に規

定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措

置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が

適当であると認めるものを除く。）とする。

一 為替取引

二 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済を

することができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき

行われる取引

三 小切手法（昭和８年法律第５７号）第６条第３項の規定により農水産業

協同組合が自己宛に振り出した小切手に係る取引

３ 第１項に規定する農水産業協同組合が負担する債務は、次に掲げるものに

限るものとする。

一 金融業を営む者以外の者の委託に起因するもの

二 農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの
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三 金融業を営む者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、

当該者の委託に起因するもの

四 前項第三号に掲げる取引に起因するもの

４ 前項に規定する金融業を営む者は、次に掲げるものとする。

一 農水産業協同組合

二 銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行

三 長期信用銀行法（昭和２７年法律第１８７号）第２条に規定する長期信

用銀行

四 信用金庫

五 信用協同組合

六 労働金庫

七 信用金庫連合会

八 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第９条の９第１項

第１号の事業を行う協同組合連合会

九 労働金庫連合会

十 株式会社商工組合中央金庫

５ 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、

当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金

とみなす。

（決済債務の弁済のための資金の貸付け）

機構は、法第６９条の３第１項各号に掲げる者から決済債務の第３４条の３

弁済（第１８条の２第１項及び第２項の規定並びに同条第３項において準用

する第１８条第６項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決

済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。）のために必要とする資

金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委

員会の議決を経て、当該決済債務に係る第１８条の２第１項及び第２項の規

定並びに同条第３項において準用する第１８条第６項の規定により計算した

保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨

の決定をするものとする。

２ 機構は、前項の資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要と認め

るときは、当該申込みに係る農水産業協同組合に対し当該貸付けの可否を決

定するため参考となるべき事項につき説明を求めるものとする。

３ 第３０条第４項の規定は第１項の規定による決定をしたときについて、第

３１条の規定は第１項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについ

て、それぞれ準用する。この場合において、第３０条第４項中「を当事者と

する合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替
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えるものとする。

４ 第１項の決定に基づく資金の貸付けが行われた場合における第２９条第１

項の規定の適用については、同項中「原則として」とあるのは「第３４条の

３第１項の規定による資金の貸付けに要する費用に相当する額と併せ、原則

として」とする。

貯金等債権の買取り第７章

（貯金等債権の買取り）

機構は、第２０条第１項各号に掲げる場合（第一種保険事故が発生第３５条

した農水産業協同組合の貯金者等の保護のため必要があると認める場合を含

む。）又は第２１条第２号若しくは第３号に掲げる場合には、委員会の議決

を経て、第２０条第１項各号又は第４条第２号の保険事故に係る貯金等債権

（貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金

等（第７条第２項第２号から第９号まで及び第１８条第２項各号に掲げる貯

金等を除く。）に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをい

う。以下この章において同じ。）を買い取ることを決定することができる。

２ 前項の買取りは、第３７条第１項又は同条第２項において準用する第１４

条第４項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者

等が有する貯金等債権（保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得

した部分を除く。）を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買

い取ることにより行うものとする。

３ 前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額

から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する次に

掲げるものの額を控除した額に、次条第１項の規定により機構が定める率（

以下「概算払率」という。）を乗じて計算した金額とする。

一 利息

二 収益の分配

三 定期積金契約に係る給付補てん金

四 第１８条第３項第６号に規定する債券の券面金額から払込金の合計額を

控除した金額に相当するもの

４ 前項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に５０銭未満

の端数があるときは、その端数を切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があ

るときは、その端数を１円に切り上げるものとする。

５ 第７条第２項第１号に掲げる貯金に係る債権について、第３項の規定によ

り概算払額を計算する場合において、外国通貨の補助通貨単位の額に０．５
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単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、０．５単位以上１単位

未満の端数があるときは、その端数を１単位に切り上げるものとする。

６ 前項の概算払額を計算する場合において、外国通貨を本邦通貨に換算する

ときは、保険事故の発生した日以後における外国為替の売買相場を勘案して

機構が定める換算割合により換算するものとする。

７ 第４項の規定は、前項の規定により外国通貨を本邦通貨に換算する場合に

ついて準用する。

８ 機構は、第１項の規定による貯金等債権の買取りを行うときは、当該買取

りの対象となる貯金等債権の譲渡に関し、あらかじめ当該農水産業協同組合

の承諾を得るものとする。

９ 第１７条第３項から第５項までの規定は、第２項の規定による買取りに係

る概算払額に相当する金額の支払（以下「概算払額の支払」という。）につ

いて準用する。

１０ 第２４条第９項の規定は、第２項の規定により貯金等債権の買取りを行

つた場合について準用する。

（概算払率）

機構は、前条第１項の決定においては、委員会の議決を経て、当該第３６条

決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について農林水産

大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けるものとする。

２ 前項の概算払率を定める場合には、前条第１項の決定に係る農水産業協同

組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行わ

れたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けるこ

とができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意する

ものとする。

（買取りの公告等）

機構は、前条第１項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議第３７条

決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払

方法、買取りの取扱時間、貯金者等が買取りを請求する際に機構に対し提出

又は提示をすべき書類その他のもの、機構が買取り業務を農水産業協同組合

その他の金融機関に委託する場合には当該農水産業協同組合その他の金融機

関、その他機構が必要と認める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率

とともに公告するものとする。

２ 第１４条第２項から第４項までの規定は、前項の規定により公告した買取

期間を変更する場合について準用する。

３ 第１３条第２項の規定は、第１項に規定する事項を定めた場合及び前項に

おいて準用する第１４条第２項の規定により買取期間を変更した場合につい
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て準用する。

４ 第１５条の規定は、第１項の規定による公告をする場合について準用する。

（買取りの手続）

機構は、貯金者等から貯金等債権の買取りについての請求を受ける第３８条

ときは、第１号に掲げる貯金等債権買取請求書を提出させ、第２号及び第３

号に掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。ただし、貯金者等が提

出又は提示できない書類等があることにつき、やむを得ない事情があると機

構が認めるときは、この限りでない。

一 貯金等債権買取請求書

二 貯金者等につき、第２３条第１項第３号イからニまでに掲げる者の区分

に応じそれぞれ同号イからニまでに定める書類

三 その他機構が必要と認める書類その他のもの

２ 第２３条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する請求について準用す

る。この場合において、同条第２項及び第３項中「同項第３号イ」とあるの

は「第２３条第１項第３号イ」と読み替えるものとする。

３ 機構が貯金者等から郵送等により第１項に規定する請求を受ける場合にお

ける第１項の規定の適用については、第１項中「提出又は提示」とあるのは

、「提出」と読み替えるものとする。

４ 機構は、前条第１項又は同条第２項において準用する第１４条第４項の規

定により公告した買取期間内に貯金者等が第１項の請求をしなかつたことに

つき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、第３５条第

２項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の

貯金等債権の買取りをするものとする。

５ 第１項第１号に掲げる貯金等債権買取請求書の様式については、機構がこ

れを定めるものとする。

（買取りに係る債権の行使方法）

機構は、貯金等債権の買取りをすることにより当該貯金等債権を取第３９条

得したときは、当該買取りに係る保険事故の発生した農水産業協同組合に対

する債権者として、その債権の保全及び行使のため必要と認める措置を講じ

、かつ、その債権の全部又は一部について回収の見込みがあるときは、回収

に努めるものとする。

（精算払）

機構は、第３５条第２項の規定により買い取つた貯金等債権の回収第４０条

をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費

用の額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超え

るときは、その超える部分の金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。
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２ 前項に規定する費用は、次に掲げるものとする。

一 貯金等債権の買取りをするために機構がした借入金の利息

二 貯金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費

三 前項の規定による支払（以下「精算払」という。）をするとした場合に

当該精算払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費

３ 第３５条第４項の規定は、第１項の規定により精算払の金額を計算した場

合について準用する。

（精算払に係る公告）

機構は、精算払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、第４１条

支払額、支払期間、支払の方法その他機構が必要と認める事項を定め、これ

を公告するものとする。

２ 機構は、前条の規定による公告を行う場合には、官報への掲載及びその他

適当と認められる方法により公告するものとする。

３ 第１３条第２項の規定は、第１項に規定する事項を定めた場合について準

用する。

（精算払の手続）

機構は、貯金者等に対して精算払をするときは、当該貯金者等から第４２条

の請求に基づいて、当該精算払をするものとする。この場合において、機構

は、当該請求を受けるときは、第１号に掲げる精算払請求書を提出させ、第

２号及び第３号に掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。ただし、

貯金者等が提出又は提示できない書類等があることにつき、やむを得ない事

情があると機構が認めるときは、この限りでない。

一 精算払請求書

二 貯金者等につき、第２３条第１項第３号イからニまでに掲げる者の区分

に応じそれぞれ同号イからニまでに定める書類

三 その他機構が必要と認める書類その他のもの

２ 第２３条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する請求について準用す

る。この場合において、同条第２項及び第３項中「同項第３号イ」とあるの

は「第２３条第１項第３号イ」と読み替えるものとする。

３ 機構が貯金者等から郵送等により第１項に規定する請求を受ける場合にお

ける第１項の規定の適用については、第１項中「提出又は提示」とあるのは

、「提出」と読み替えるものとする。

４ 機構は、前条第１項の規定により公告した支払期間内において、第１項の

請求を受けるものとする。ただし、貯金者等がその支払期間後に請求するこ

とにつき、機構が相当と認めるときは、この限りでない。

５ 第１項第１号に掲げる精算払請求書の様式については、機構がこれを定め
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るものとする。

債権回収会社との協定第８章

（協定の締結）

機構は、経営困難農水産業協同組合から法第７７条第１項の規定に第４３条

よる委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うこと（以下「回収業

務」という。）を目的とする債権回収会社で、回収業務を適切に行い得る債

権回収会社と、回収業務に関する協定（以下「協定」という。）を締結する

ものとする。

２ 協定は、法第７５条第１項各号に掲げる事項を含むものとする。

３ 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容

を定め、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けるものとす

る。

（出資）

機構は、協定を締結した債権回収会社（以下「協定債権回収会社」第４４条

という。）に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の

出資を行うことができる。

２ 機構は、前項の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経

て出資する金額を定め、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を

受けるものとする。

（資産の買取りの委託等）

機構は、第３０条第１項（第３４条第５項において準用する場合を第４５条

含む。）の規定により経営困難農水産業協同組合の資産の買取りを含む資金

援助を行う旨の決定をする場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わ

つて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。

２ 機構は、協定債権回収会社に対し、必要に応じて委託手数料（実費を含む

。）を支払うものとする。

３ 機構は、第１項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経

て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんそ

の他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示

するものとする。

４ 機構は、協定債権回収会社との間で第１項の規定による資産の買取りの委

託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を農林水産大臣

、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

（損失の補てん）
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機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施に第４６条

より生じた損失の額として施行令第３３条で定めるところにより計算した金

額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

（資金の貸付け及び債務の保証）

機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる経営困難農水産第４７条

業協同組合の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによ

る回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付

け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込み

を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の

保証を行うものとする。

２ 機構は、前項の規定による貸付け又は債務の保証を行おうとするときは、

委員会の議決を経て貸付け又は債務の保証の限度額を定めるものとする。

３ 機構は、前２項による貸付け又は債務の保証の条件を定めようとするとき

は、金融機関の貸付金利その他の条件の動向を勘案して当該貸付け等に係る

利率その他の条件を定めるものとする。

４ 機構は、第１項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は

債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を農林水

産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

（保証債務の範囲）

前条第１項の規定による債務の保証に係る保証債務の範囲は、借入第４８条

金の元本、その利息及びその債務の不履行による延滞利息の合計額とする。

（債務の保証に係る保証料の徴収）

第４７条第１項の規定による債務の保証に係る保証料の徴収につい第４９条

ては、別に定めるところによる。

（協定債権回収会社からの納付金の収納）

機構は、協定債権回収会社に対し、毎事業年度、協定の定めによる第５０条

業務の実施により生じた利益の額として施行令第３２条第１項で定めるとこ

ろにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を当該事業

年度の終了後３月以内に納付させるものとし、納付の際には当該納付金の計

算の基礎を明らかにした書類を添付させるものとする。

（指導及び助言）

機構は、協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び第５１条

助言を行うものとする。

（出資等に係る調査）

機構は、第４４条第１項の規定による出資、第４６条の規定による第５２条

損失の補てん、第４７条第１項の規定による資金の貸付け又は債務の保証並
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びに前条の規定による指導及び助言を行うために必要と認める事項について

、調査を行うものとする。

（業務の費用の徴収）

法第７４条第４号から第６号までに規定する業務に係る費用の徴収第５３条

については、別に定めるところによる。

（資金の融通のあつせん）

機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実第５４条

施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

（協力依頼）

機構は、法第７４条に規定する業務を行うため必要があるときは、第５５条

官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。

（報告の徴求）

機構は、法第７４条に規定する業務を行うため必要があるときは、第５６条

協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めるも

のとする。

管理人又は管理人代理としての業務第９章

（管理人への就職等）

機構は、都道府県知事（法第８３条第１項に規定する処分（以下「第５７条

管理を命ずる処分」という。）を命じられた農水産業協同組合が農林水産大

臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び内閣

総理大臣とする。以下この章において同じ。）が管理を命ずる処分をする場

合において、都道府県知事から管理人に選任されたときは、管理人に就職す

るものとする。

２ 機構は、前項の規定により管理人に就職したときは、法第８５条第１項に

規定する管理人に専属する権利を取得し、適切にこれを行使するものとする。

３ 機構は、第１項の規定により管理人に就職した場合において、他に管理人

が選任されたときは、共同してその職務を行うものとする。ただし、都道府

県知事の承認を得て職務を分掌することができる。

４ 機構は、第１項の規定により管理人に就職した場合において、必要がある

と認めるときは、都道府県知事の承認を得て管理人代理を選任するものとす

る。

５ 機構は、第１項の規定により管理人に就職したときは、善良な管理者の注

意をもつて、その職務を行うものとする。

（管理人の職務を行うべき者の指名等）
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機構は、前条第１項の規定により管理人に就職したときは、役職員第５８条

のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事及び当該

管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知するものとする。

（管理人代理への就職等）

機構は、管理人が都道府県知事の承認を得て機構を管理人代理に選第５９条

任したときは、管理人代理に就職するものとする。

２ 機構は、前項の規定により管理人代理に就職したときは、管理人の指示の

下、善良な管理者の注意をもつて、その職務を行うものとする。

（報酬）

機構は、第５７条第１項又は前条第１項の規定により管理人又は管第６０条

理人代理に就職してその職務を行うに当たつては、費用の前払及び都道府県

知事が定める報酬を受けることができる。

（報告等）

機構は、管理人としての職務を行う場合において、都道府県知事か第６１条

ら法第８８条の規定により被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等

に関し報告又は資料の提出を求められたときは、都道府県知事に業務及び財

産の状況等に関し報告又は資料の提出をするものとする。

２ 機構は、管理人としての職務を行う場合において、都道府県知事から法第

８８条の規定により被管理農水産業協同組合の経営に関する計画の作成及び

提出その他必要な措置を命ぜられたときは、その計画を作成して都道府県知

事に提出し、その他適切な措置をとるものとする。

（調査等）

機構は、管理人としての職務を行うときは、被管理農水産業協同組第６２条

合の理事（農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組

合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。以下この章において同じ

。）、監事（被管理農水産業協同組合が農林中央金庫である場合にあつては

、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員）及び参事その他の使

用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及

び財産の状況（これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水

産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることができた事項に係るも

のに限る。）につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類

その他の物件を検査することができる。

２ 機構は、管理人としての職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団

体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

（被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置）

機構は、管理人としての職務を行うときは、被管理農水産業協同組第６３条
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合の理事若しくは監事（被管理農水産業協同組合が農林中央金庫である場合

にあつては、監事又は会計監査人。第６５条において同じ。）又はこれらの

者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、

訴えの提起その他の必要な措置をとるものとする。

２ 機構は、管理人としての職務を行うことにより犯罪があると思料するとき

は、告発に向けて所要の措置をとるものとする。

（被管理農水産業協同組合との取引）

機構は、管理人に就職している間、自己又は第三者のために被管理第６４条

農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得るものとす

る。

（被管理農水産業協同組合の理事又は監事の解任及び選任）

機構は、管理人としての職務を行う場合において、必要があると認第６５条

めるときは、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事

を解任することができる。

２ 機構は、前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任

しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事

の員数を欠くこととなるときは、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同

組合の理事又は監事を選任することができる。

（管理の終了）

機構は、管理人としての職務を行うときは、管理を命ずる処分があ第６６条

つた日から１年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の

措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得

ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都

道府県知事の承認を得て、１年ごとに２回までを限り、この期間を延長する

ことができる。

金融危機に対応するための措置第１０章

（優先出資の引受け等）

機構は、農林水産大臣及び内閣総理大臣の法第９７条第１項第１号第６７条

の措置に係る同項の認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業

協同組合から同条第３項の規定により定められた期限内に当該措置に係る申

込みを受けたときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に対し、当該農水産業

協同組合と連名で、当該申込みに係る当該措置を行うかどうかの決定を求め

るものとする。

２ 機構は、法第１００条第３項の規定による決定がされたときは、当該決定
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に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。

３ 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やか

に、その内容を農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣（都道府県知事の

監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつて

は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣並びに当該都道府県知事。次

条第２項において同じ。）に報告するものとする。

（取得優先出資又は取得貸付債権の処分）

機構は、法第１００条第３項第１号に規定する取得優先出資又は取第６８条

得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、農林水産大臣

、財務大臣及び内閣総理大臣の承認を受けるものとする。

２ 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を農林水産大臣

、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

（資金援助の特例）

機構は、法第１０４条第１項の規定による管理を命ずる処分を受け第６９条

た農水産業協同組合に係る合併等を援助するため、第２６条第１項に規定す

る資金援助の申込みを受けた場合において、当該資金援助に要すると見込ま

れる費用が当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うとき

に要すると見込まれる費用を超えると認めるときであつても、当該資金援助

が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が

行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、委員会の議決を

経て、必要な資金援助を行うことを決定するものとする。

（危機対応勘定から一般勘定への繰入れ）

機構は、前条の規定による議決に係る資金援助を行うときは、危機第７０条

対応勘定（法第１０５条第１項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。

）から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農

水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込ま

れる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定（法第４１条に規定す

る一般勘定をいう。以下同じ。）に繰り入れるものとする。

（負担金の納付）

機構は、法第１０６条第４項（法第１０８条第３項において準用す第７１条

る場合を含む。）の規定による公告がされたときは、当該公告において定め

られた期間中、機構の危機対応業務（法第１０５条第１項に規定する危機対

応業務（前条の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れを含む。）

をいう。）の実施に要した費用に充てるため、当該公告において定められた

期間に含まれる各年の６月３０日までに、農水産業協同組合から負担金を受

け入れるものとする。
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２ 前項の場合において、機構は、施行規則第３２条で定める負担金計算書の

ほか、機構が同項の負担金（以下「負担金」という。）算定上必要と認める

書類の提出をさせるものとする。

３ 負担金の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の

属する年の３月３１日における負債（施行規則第３３条で定めるものを除く

。）の額の合計額に、法第１０６条第２項の規定により農林水産大臣、財務

大臣及び内閣総理大臣の定める負担率を乗じて計算した金額とする。

４ 第５条第２項、第６条、第７条第３項及び第４項並びに第１０条の規定は

、負担金について準用する。この場合において、第７条第３項中「第５条第

１項の定めにより提出した保険金計算書」とあるのは「第７１条第２項の定

めにより提出した負担金計算書」と、同条第４項中「第１項、第８条の２第

１項又は第１０条第１項」とあるのは「第７１条第３項又は同条第４項にお

いて準用する第１０条第１項」と、第１０条第１項中「前条第１項」とある

のは「第９条第１項」と読み替えるものとする。

（負担金に係る報告）

機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支に第７２条

つき、法第１０６条第１項各号に掲げる事項を、当該事業年度の終了後３月

以内に、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

２ 機構は、法第１０６条第５項（法第１０８条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣から意見

の陳述、報告又は資料の提出を求められたときは、農林水産大臣、財務大臣

及び内閣総理大臣に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出をするものとす

る。

３ 機構は、その借入金の金利の変動、法第１０９条第１項の規定による政府

の補助その他の事由（第１項に規定する事項に係るものを除く。）により、

負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を農林水産

大臣、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

（納付金）

機構は、負担金が納付されない事業年度（法第１０９条第１項の規第７３条

定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。）に

おいて、危機対応勘定に損益計算上の利益金として施行規則第３４条で定め

るところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により

既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納

付した金額を控除した金額までを限り、翌事業年度の７月３１日までに国庫

に納付するものとする。

２ 機構は、前項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づい
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て計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、

当該事業年度の損益計算書その他施行規則第３５条で定める書類を添付して

、翌事業年度の７月２１日までに、これを農林水産大臣、財務大臣及び内閣

総理大臣に提出するものとする。

資金の貸付け第１１章

（貯金等の払戻しのための資金の貸付け）

第３４条の３の規定は、法第６９条の３第１項各号に掲げる者から第７４条

支払対象貯金等の払戻し（保険金計算規定により計算した保険金の額に対応

する支払対象貯金等につき行うものに限る。）のために必要とする資金の貸

付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、第３４条

の３第１項中「当該決済債務に係る第１８条の２第１項及び第２項の規定並

びに同条第３項において準用する第１８条第６項の規定」とあるのは、「当

該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。

（資産価値の減少防止のための資金の貸付け）

第３４条の３（第４項を除く。）の規定は、法第６９条の３第１項第７５条

各号に掲げる者（同項第１号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生

手続開始の申立てがあつた後に限る。）からその保有する貸付債権その他の

資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受け

た場合について準用する。この場合において、第３４条の３第１項中「当該

決済債務に係る第１８条の２第１項及び第２項の規定並びに同条第３項にお

いて準用する第１８条第６項の規定により計算した保険金の額の合計額に達

するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるも

のとする。

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第２第１２章

章第２節及び第３章第２節の規定による貯金者表の提出

その他これらの規定による業務

定義第１節

（用語）

この章において使用する用語は、農水産業協同組合の再生手続の特第７６条

例等に関する法律（平成１２年法律第９５号。以下「再生特例法」という。

）において使用する用語の例による。

（貯金等債権の定義）
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この章において「貯金等債権」とは、貯金等に係る債権をいう。第７７条

２ 前項に規定する貯金等債権には、第７条第２項第２号から第９号まで及び

第１８条第２項各号に掲げる貯金等に係る債権は含めないものとする。

再生手続における貯金者表の提出その他の業務第２節

（届出期間に関する意見）

機構は、民事再生法第３４条第１項の再生債権の届出をすべき期間第７８条

について、農水産業協同組合に係る再生事件が係属する裁判所の求めに応じ

、意見を述べるものとする。

（再生債務者等との協議）

機構は、この節に規定された業務を行うに当たつては、必要に応じ第７９条

再生手続における再生債務者等（民事再生法第２条第２号に規定する再生債

務者等をいう。以下この節において同じ。）、監督委員、保全管理人等と協

議するものとする。

（債権者委員会）

機構は、第８５条第１項の規定による貯金者表の提出をする前にお第８０条

いて、民事再生法第１１７条第１項に規定する再生債権者をもって構成する

委員会を構成することができる。

２ 機構は、民事再生法第１１７条第２項に規定する債権者委員会を構成する

者である場合には、貯金者等のために、公平かつ誠実に債権者委員としての

行為をするものとする。

３ 機構は、前項の場合には、貯金者等に対し、善良な管理者の注意をもって

債権者委員としての行為をするものとする。

４ 機構は、民事再生法第１１７条第４項の規定により費用の償還を申し立て

ることができる。

（貯金者表の作成）

機構は、再生特例法第１４条第２項の規定による通知を受けたとき第８１条

は、遅滞なく、知れている再生債権である貯金等債権（機構が債権者である

ものを除く。）について、次に掲げる事項を記載した貯金者表を作成するも

のとする。

一 貯金等債権の内容（約定劣後再生債権（民事再生法第３５条第４項に規

定する約定劣後再生債権をいう。）であるかどうかの別を含む。）及び原

因

二 議決権（民事再生法第８７条第１項に規定する議決権をいう。）の額

三 貯金者等が貯金等債権につき民事再生法第５３条第１項に規定する別除
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権を有するときは、同法第９４条第２項に規定する債権の額

四 貯金者等の氏名又は名称及び住所

五 貯金等債権が民事再生法第８４条第２項各号に掲げる請求権を含むとき

は、その旨

六 貯金等債権が執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは

、その旨

（貯金者表の縦覧）

機構は、前条に規定する貯金者表を作成したときは、直ちに、その第８２条

旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間（民事再生法第９４条

第１項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間をいう。以下この節

において同じ。）の末日の前日までの間、貯金者表を貯金者等の縦覧に供す

るものとする。

２ 前項の規定による貯金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前

日の２週間以上前の日とする。

（縦覧開始後の貯金者表の記載の追加及び利益変更）

機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表第８３条

に記載されていない貯金等債権（機構が債権者であるものを除く。）がある

ことを知つたときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第

８１条各号に掲げる事項の記載の追加をするものとする。

２ 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載

されている貯金等債権について当該貯金者等の利益となる記載の変更を行う

べきことを知つたときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係

る事項の記載の変更を行うものとする。

（縦覧開始後の貯金者表の記載の削除及び不利益変更）

機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金第８４条

者表に記載されている貯金者等の承諾を得て、当該貯金者等に係る貯金等債

権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変

更を行うことができる。

２ 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金者表に

記載されている貯金者等に係る貯金等債権を、法第６０条第１項若しくは第

３項の規定により取得し、又は法第７０条の規定により買い取つた場合にお

いては、前項の規定にかかわらず、当該貯金者等の承諾を得ないで、当該貯

金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記

載の変更を行うことができる。

（貯金者表の提出）

機構は、債権届出期間の末日に、第８１条、第８３条及び前条の規第８５条
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定により作成した貯金者表を裁判所に提出するものとする。

２ 機構は、貯金者表を裁判所に提出した後、再生計画案を決議に付する旨の

決定がされるまでは、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権（機構が

債権者であるもの及び既に貯金者等が民事再生法の規定により裁判所に届け

出ているものを除く。）があることを知つたときは、遅滞なく、当該貯金者

表に、当該貯金等債権に係る第８１条各号に掲げる事項の記載の追加をする

ものとする。

（貯金者表提出時における裁判所への届出事項）

機構は、前条第１項の規定による貯金者表の提出又は同条第２項の第８６条

規定による記載の追加をする場合においては、次に掲げる事項を裁判所に届

け出るものとする。

一 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出

しを受けるべき場所（日本国内に限る。）

二 貯金者表に記載されている貯金等債権に関し再生手続開始当時訴訟が係

属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事

件の表示

（貯金者代理）

機構は、再生特例法第１７条の規定により届出又は届出の追完があ第８７条

つたものとみなされる貯金等債権に係る債権者（同法第１８条第２項に規定

する参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金

者」という。）のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権（以下この

節において「機構代理債権」という。）をもつて、再生手続に属する一切の

行為（再生債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再

生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。）をするものとする。

２ 機構は、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関

する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利

益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る民事再生法第

１０５条第１項本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係

る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法（平成８年法律第１０９

号）第３２条第２項第１号若しくは第２号に掲げる訴訟行為をしようとする

ときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権を得るものとする。

３ 機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前２項の行為をするも

のとする。

４ 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもつて第１項及び

第２項の行為をするものとする。

５ 機構は、貯金者表を裁判所に提出した後、再生計画案を決議に付する旨の



- 44 -

決定がされるまでは、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機

構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知つ

たときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えるものとする。

（特別調査期間の費用）

機構は、機構代理債権に係る民事再生法第１０３条第１項に規定す第８８条

る特別調査期間（次項において「特別調査期間」という。）に関する費用を

同条第２項の規定にかかわらず、負担するものとする。

２ 機構は、民事再生法第１３３条の規定により原状に復した貯金等債権につ

いて調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある

場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることが

できる。

（異議の通知）

機構は、再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再第８９条

生債務者等が認めず、又は届出再生債権者（民事再生法第１０２条第１項に

規定する届出再生債権者をいう。）が異議を述べた場合（機構が当該機構代

理債権について異議を述べた場合を除く。）に、遅滞なく、その旨を当該機

構代理債権に係る機構代理貯金者に通知するものとする。

（議決権の行使のための通知及び公告）

機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法と第９０条

して民事再生法第１６９条第２項第１号に掲げる方法が定められた場合にお

いて、機構代理貯金者のために議決権を行使するものとする。

２ 機構は、前項の規定による議決権を行使しようとするときは、当該再生計

画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の２週間前ま

でに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機

構代理貯金者（議決権を行使することができない者を除く。）に通知すると

ともに、公告するものとする。

３ 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民

事再生法第１６９条第２項第２号又は第３号に掲げる方法が定められた場合

において、機構代理貯金者のために議決権を行使するものとする。

４ 機構は、前項の規定による議決権を行使しようとするときは、民事再生法

第１６９条第２項第２号に規定する期間の末日の２週間前までに、同意しよ

うとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理貯金者（

議決権を行使することができない者を除く。）に通知するとともに、公告す

るものとする。

５ 機構は、機構代理貯金者のために民事再生法第２１１条第１項又は同法第

２１７条第１項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定
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の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その２週間前ま

でに、当該再生計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告す

るものとする。

（通知及び公告の方法）

機構は、第８９条並びに前条第２項、第４項及び第５項の規定によ第９１条

る通知は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信

書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書

便の役務を利用して送付する方法（第９２条第７項において「郵送又は送付

する方法」という。）によりするものとする。

２ 機構は、第８２条第１項及び前条第２項、第４項及び第５項の規定による

公告を行う場合には、官報に掲載して行うものとする。

（弁済金の受領、支払等）

機構は、機構代理債権について当該機構代理債権に係る当該機構代第９２条

理貯金者のために再生手続における弁済金を受領することができる。

２ 機構は、前項の規定により弁済金を受領したときは、機構の定めた支払の

方法その他機構が必要と認める事項に従い、当該機構代理貯金者に対して当

該機構代理債権に係る弁済金を支払うことができる。

３ 機構は、前項の規定により弁済金を支払う場合には、機構の定めた支払の

方法その他機構が必要と認める事項を公告するものとする。

４ 機構は、前項の規定による公告を行う場合には、官報への掲載及びその他

適当と認められる方法により公告するものとする。

５ 機構は、機構代理貯金者から当該機構代理貯金者に係る弁済金の支払の請

求を受けるときは、第１号に掲げる弁済金支払請求書を提出させ、第２号及

び第３号に掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。ただし、機構代

理貯金者が提出又は提示できない書類等があることにつき、やむを得ない事

情があると機構が認めるときは、この限りでない。

一 弁済金支払請求書

二 機構代理貯金者につき、第２３条第１項第３号イからニまでに掲げる者

の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める書類

三 その他機構が必要と認める書類その他のもの

６ 第２３条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する請求について準用す

る。この場合において、同条第２項及び第３項中「貯金者等」とあるのは「

機構代理貯金者」と、「同項第３号イ」とあるのは「第２３条第１項第３号

イ」と読み替えるものとする。

７ 機構が機構代理貯金者から郵送又は送付する方法により第５項に規定する
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請求を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「提出又は

提示」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。

８ 第５項第１号に掲げる弁済金支払請求書の様式については、機構がこれを

定めるものとする。

（決済債務の弁済等の許可に関する意見）

機構は、裁判所が再生特例法第２８条第１項の許可と同時に定める第９３条

こととなる弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済

又は払戻し（以下「弁済等」という。）の限度額及び弁済等をする期間につ

いて、裁判所の求めに応じ、意見を述べるものとする。

破産手続における貯金者表の提出その他の業務第３節

（届出期間に関する意見）

機構は、破産法第３１条第１項第１号の破産債権の届出をすべき期第９４条

間について、農水産業協同組合に係る破産事件が係属する裁判所の求めに応

じ、意見を述べるものとする。

（破産管財人等との協議）

機構は、この節に規定された業務を行うに当たつては、必要に応じ第９５条

破産管財人等と協議するものとする。

（少額配当受領申出に関する通知）

機構は、再生特例法第３５条第２項の規定による裁判所からの第９５条の２

破産法第３２条第１項及び第２項の規定により公告すべき事項の通知を受け

たときは、破産債権者である貯金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当

額の合計額が１，０００円に満たない場合においても配当金を受領する意思

（第９８条第３項において「少額配当受領の意思」という。）があるときは

債権届出期間（破産法第１１１条第１項に規定する債権届出期間をいう。以

下この節において同じ。）の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知

するものとする。

（債権者委員会）

機構は、第１００条第１項の規定による貯金者表の提出をする第９５条の３

前において、破産法第１４４条第１項に規定する破産債権者をもって構成す

る委員会を構成することができる。

２ 機構は、破産法第１４４条第２項に規定する債権者委員会を構成する者で

ある場合には、貯金者等のために、公平かつ誠実に債権者委員としての行為

をするものとする。

３ 機構は、前項の場合には、貯金者等に対し、善良な管理者の注意をもって
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債権者委員としての行為をするものとする。

４ 機構は、破産法第１４４条第４項の規定により費用の償還を申し立てるこ

とができる。

（貯金者表の作成）

機構は、再生特例法第３５条第２項の規定による通知を受けたとき第９６条

は、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権（機構が債権者である

ものを除く。）について、次に掲げる事項を記載した貯金者表を作成するも

のとする。

一 貯金等債権の額及び原因

二 貯金等債権が優先的破産債権（破産法第９８条第１項に規定する優先的

破産債権をいう。）であるときは、その旨

三 貯金等債権が劣後的破産債権（破産法第９９条第１項に規定する劣後的

破産債権をいう。）又は約定劣後破産債権（同条第２項に規定する約定劣

後破産債権をいう。）であるときは、その旨

四 貯金者等に対する配当額の合計額が１，０００円に満たない場合におい

ても配当金を受領する意思があるときは、その旨

五 貯金者等が貯金等債権につき破産法第２条第９項に規定する別除権を有

するときは、当該別除権の行使によって弁済を受けることができないと有

見込まれる債権の額

六 貯金者等が貯金等債権につき破産法第１０８条第２項に規定する特別の

先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有するときは、当該特別の

先取特権、質権若しくは抵当権の行使又は当該破産債権について配当によ

って弁済を受けることができないと見込まれる債権の額

七 貯金者等の氏名又は名称及び住所

八 貯金等債権が執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であると

きは、その旨

（貯金者表の縦覧）

機構は、前条に規定する貯金者表を作成したときは、直ちに、その第９７条

旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間

、貯金者表を貯金者等の縦覧に供するものとする。

２ 前項の規定による貯金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前

日の２週間以上前の日とする。

（縦覧開始後の貯金者表の記載の追加及び利益変更）

機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表第９８条

に記載されていない貯金等債権（機構が債権者であるものを除く。）がある

ことを知つたときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第
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９６条各号に掲げる事項の記載の追加をするものとする。

２ 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載

されている貯金等債権について当該貯金者等の利益となる記載の変更を行う

べきことを知つたときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係

る事項の記載の変更を行うものとする。

３ 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載

されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申

出（第１００条第３項において「少額配当受領申出」という。）があったと

きは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をするものとする。

（縦覧開始後の貯金者表の記載の削除及び不利益変更）

機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金第９９条

者表に記載されている貯金者等の承諾を得て、当該貯金者等に係る貯金等債

権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変

更を行うことができる。

２ 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金者表に

記載されている貯金者等に係る貯金等債権を、法第６０条第１項若しくは第

３項の規定により取得し、又は法第７０条の規定により買い取つた場合にお

いては、前項の規定にかかわらず、当該貯金者等の承諾を得ないで、当該貯

金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記

載の変更を行うことができる。

（貯金者表の提出）

機構は、裁判所の定めた債権届出期間の末日に、第９６条、第９第１００条

８条及び前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出するものとする

。

２ 機構は、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていな

い貯金等債権（機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が破産法の規定に

より裁判所に届け出ているものを除く。）があることを知つたときは、遅滞

なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第９６条各号に掲げる事項の

記載の追加をするものとする。

３ 機構は、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されている

貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領申出があったときは、当該貯金

者表に、その旨の記載の追加をするものとする。

（貯金者表提出時における裁判所への届出事項）

機構は、前条第１項の規定による貯金者表の提出又は同条第２項第１０１条

の規定による記載の追加をする場合においては、次に掲げる事項を裁判所に

届け出るものとする。
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一 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又

は期日の呼出しを受けるべき場所（日本国内に限る。）

二 貯金者表に記載されている貯金等債権に関し破産手続開始当時訴訟が係

属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事

件の表示

（貯金者代理）

機構は、再生特例法第３８条の規定により届出があつたものとみ第１０２条

なされる貯金等債権に係る債権者（同法第３９条第２項に規定する参加の届

出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。

）のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権（以下この節において「

機構代理債権」という。）をもつて、破産手続に属する一切の行為（破産債

権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定

に関する裁判手続に関する行為を除く。）をするものとする。

２ 機構は、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関

する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利

益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定

申立て（破産法第１２５条第１項に規定する破産債権査定申立てをいう。）

を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟にお

いて、民事訴訟法第３２条第２項第１号若しくは第２号に掲げる訴訟行為を

しようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権を得る

ものとする。

３ 機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前２項の行為をするも

のとする。

４ 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもつて第１項及び

第２項の行為をするものとする。

５ 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権

に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知つたときは、

遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えるものとする。

（特別調査期間又は特別調査期日の費用）

機構は、機構代理債権に係る破産法第１１９条第１項に規定する第１０３条

特別調査期間（次項において「特別調査期間」という。）又は同法第１２２

条第１項に規定する特別調査期日（次項において「特別調査期日」という。

）に関する費用を同法第１１９条第３項（同法第１２２条第２項において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず負担するものとする。

２ 機構は、破産法第１６９条の規定により原状に復した貯金等債権について

調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当
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の事由がある場合には、機構代理貯金者に特別調査期間又は特別調査期日の

費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

（異議の通知）

機構は、破産債権の調査において機構代理債権の額等（破産法第第１０４条

１２５条第１項に規定する額等をいう。）について破産管財人が認めず、又

は届出をした破産債権者（同法第３１条第５項に規定する届出をした破産債

権者をいう。）が異議を述べた場合（機構が当該機構代理債権について異議

を述べた場合を除く。）には、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る

機構代理貯金者に通知するものとする。

（通知及び公告の方法）

機構は、第９５条の２及び第１０４条の規定による通知は、書類第１０５条

を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関す

る法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定

する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務を利用

して送付する方法（第１０６条第７項において「郵送又は送付する方法」と

いう。）によりするものとする。

２ 機構は、第９７条第１項の規定による公告を行う場合には、官報に掲載し

て行うものとする。

（配当金の受領、支払等）

機構は、機構代理債権について当該機構代理債権に係る機構代理第１０６条

貯金者のために破産手続における配当金を受領することができる。

２ 機構は、前項の規定により配当金を受領したときは、機構の定めた支払の

方法その他機構が必要と認める事項に従い、当該機構代理貯金者に対して当

該機構代理債権に係る配当金を支払うことができる。

３ 機構は、前項の規定により配当金を支払う場合には、機構の定めた支払の

方法その他機構が必要と認める事項を公告するものとする。

４ 機構は、前項の規定による公告を行う場合には、官報への掲載及びその他

適当と認められる方法により公告するものとする。

５ 機構は、機構代理貯金者から当該機構代理貯金者に係る配当金の支払の請

求を受けるときは、第１号に掲げる配当金支払請求書を提出させ、第２号及

び第３号に掲げる書類等を提出又は提示させるものとする。ただし、機構代

理貯金者が提出又は提示できない書類等があることにつき、やむを得ない事

情があると機構が認めるときは、この限りでない。

一 配当金支払請求書

二 機構代理貯金者につき、第２３条第１項第３号イからニまでに掲げる者

の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める書類
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三 その他機構が必要と認める書類その他のもの

６ 第２３条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する請求について準用す

る。この場合において、同条第２項及び第３項中「貯金者等」とあるのは「

機構代理貯金者」と、「同項第３号イ」とあるのは「第２３条第１項第３号

イ」と読み替えるものとする。

７ 機構が機構代理貯金者から郵送又は送付する方法により第５項に規定する

請求を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「提出又は

提示」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。

８ 第５項第１号に掲げる配当金支払請求書の様式については、機構がこれを

定めるものとする。

（決済債務の弁済等の許可に関する意見）

機構は、裁判所が再生特例法第４６条の２第１項の許可と同時に第１０７条

定めることとなる弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別

、弁済等の限度額及び弁済等をする期間について、裁判所の求めに応じ、意

見を述べるものとする。

業務委託第１３章

（業務の委託）

機構は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受け第１０８条

て、農水産業協同組合その他の金融機関に対し、その業務のうち、次に掲げ

るものを委託することができる。

一 保険料及び負担金の納付の取扱い並びにこれらに付随する業務

二 仮払金の支払及びこれに付随する業務

三 保険金の額の算定、保険金の支払及びこれに付随する業務

四 第２４条の規定により取得した債権及び第３５条第２項の規定により買

い取つた債権の保全及び行使に関する業務

五 第２６条の規定により機構が買い取つた資産の処分（債権の回収を含む

。）及びこれに付随する業務

六 貯金等債権の買取りに関する業務及びこれに付随する業務

七 その他機構が委託の必要があると認める業務

２ 機構は、前項各号に掲げる業務の委託を行うに当たつては、委託する業務

の種類及び内容、委託する期間その他必要と認められる事項を定めて、業務

委託契約を結ぶものとする。

３ 機構は、機構が業務を委託した農水産業協同組合その他の金融機関に対し

、必要に応じて委託手数料（実費を含む。）を支払うことができる。
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雑則第１４章

（資料徴求）

機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組第１０９条

合に対し、資料の提出を求めるものとする。

２ 機構は、その業務を行うため特に必要があると認められるときは、国又は

都道府県に資料の交付又は閲覧を要請するものとする。

（立入検査）

機構は、法第１１７条第６項の規定により、農林水産大臣若しく第１１０条

は内閣総理大臣又は都道府県知事から同条第１項の規定による立入り、質問

又は検査を命じられたときは、機構の職員に、同条第６項各号に掲げる事項

を調査するため、農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、そ

の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を

検査させるものとする。

２ 機構は、法第１１７条第６項の規定により、農林水産大臣若しくは内閣総

理大臣又は都道府県知事が同条第２項により立入り、質問又は検査を命じら

れたときは、機構の職員に、同条第６項各号に掲げる事項を調査するため、

農水産業協同組合の子会社（当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業

協同組合連合会である場合には農業協同組合法第１１条の２第２項に、漁業

協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組

合連合会である場合には水産業協同組合法第１１条の６第２項（同法第９２

条第１項、第９６条第１項及び第１００条第１項において準用する場合を含

む。）に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法（平成１３年法律第

９３号）第２４条第３項に、それぞれ規定する子会社（子会社とみなされる

会社を含む。）をいう。）又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受け

た者の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査

に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるも

のとする。

３ 前２項の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があつたときは、これを提示するものとする。

（権限の委任）

内閣総理大臣が、法による権限を金融庁長官に委任した場合には第１１１条

、当該委任された権限に係るこの業務方法書の規定（第６７条第１項前段を

除く。）中「内閣総理大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。

（細則）
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機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営に第１１２条

ついて必要があるときは、細則を定める。

附 則

（施行期日）

この業務方法書は、機構の成立した日から実施する。第１条

（経過措置）

機構は、第５条第１項の規定にかかわらず、農水産業協同組合から、第２条

機構成立後１月以内に、機構の成立の日の属する年において受け入れるべき

保険料を受け入れるものとする。この場合において、機構は、施行規則第１

９条に定める保険料計算書のほか、機構が保険料算定上必要と認める書類を

提出させるものとする。

２ 前項の保険料の額については、第７条第１項の規定にかかわらず、機構の

成立の日の属する年の３月３１日における貯金等（第７条第２項に定める貯

金等を除く。）の額の合計額に、保険料率を乗じて計算した金額を１２で除

し、これに機構の成立の日の属する月以後同日の属する年の１２月までの月

数を乗じて得た金額とする。

（保険金の額の特例等）

平成１３年４月１日から平成１５年３月３１日までに発生した保第２条の２

険事故（附則第７条第２項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則

第８条第２項に規定する貯金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場

合における当該決定に係る保険事故を除く。）に限り、保険金の額は、第１

８条第１項から第６項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した農

水産業協同組合の各貯金者等につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに

、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有す

る貯金等（第７条第２項各号及び第１８条第２項各号に掲げる貯金等を除く

。以下この条において同じ。）に係る債権（その者が第１７条第１項の請求

をした時において現に有するもの（仮払金の支払又は第７４条の貸付けに係

る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。）に限る。

以下この条において同じ。）のうち当該各号に定める合算額に相当する金額

とする。

一 貯金等のうち、当座貯金、普通貯金及び別段貯金（以下この条において

「特定貯金」という。） 当該特定貯金に係る債権のうち元本の額及び利

息等の額（第１８条第４項第１号に規定する金額に相当する額とする。）

の合算額（その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額）

二 特定貯金以外の貯金等（以下この条において「その他貯金等」という。
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） 当該その他貯金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額（第１８

条第４項第２号から第７号に規定する金額に相当する額とする。次項にお

いて同じ。）の合算額（その合算額が同一人について二以上ある場合には

、その合計額）

２ 前項第２号に規定する元本の額（その額が同一人について二以上あるとき

は、その合計額）が１，０００万円を超えるときは、１，０００万円及び１

，０００万円に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額と

する。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、１

，０００万円に対応する元本は、その他貯金等につき、第１８条第５項各号

に定めるところにより１，０００万円に達するまで当該各号に規定する元本

の額を合計した場合の当該元本とする。

３ 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について仮払金の支払を受けてい

る場合又は第７４条第１項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合

におけるその者の保険金の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる貯金等の区分ごとに、前２項の規定による金額につき、当該各号に定め

るところにより当該仮払金の支払及び同条第１項の貸付けに係る貯金等の払

戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。

一 特定貯金 第１項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれ

の貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する仮払金の支払及び第７４条

第１項の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

二 その他貯金等 前２項の規定により計算した保険金の額に対応するそれ

ぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する第７４条第１項の貸

付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

４ 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、

当該規定中「第１８条第１項から第６項まで」とあるのは「附則第２条の２

第１項から第３項まで」とする。

一 第１項の保険事故に係る第１７条第１項に規定する保険金の支払の請求

があつた場合 第２４条第１項

二 機構が第１項の保険事故に係る経営困難農水産業協同組合（第７４条第

１項に規定する農水産業協同組合に限る。）から貯金等の払戻しのために

必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第２４条第１項

（保険料納付の際の提出書類の特例）

機構が平成１５年及び平成１６年において保険料を受け入れる場第２条の３

合における第５条第１項の規定の適用については、同項中「第１９条」とあ

るのは「附則第２条」とする。

（保険料の額の特例等）
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機構が平成１３年６月３０日までに受け入れる保険料の額は、第第２条の４

７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、同

年３月３１日における貯金等（同項各号に掲げる貯金等を除く。）のうち当

座貯金、普通貯金及び別段貯金（以下この条において「特定貯金」という。

）の額の合計額並びに特定貯金以外の貯金等（以下この条において「その他

貯金等」という。）の額の合計額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金

及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額

とする。

２ 第７条第３項及び第４項、第９条並びに第１０条の規定は前項に規定する

保険料について、第８条の規定は特定貯金及びその他貯金等の別に定める率

について、それぞれ準用する。この場合において、第７条第３項中「第５条

第１項」とあるのは「附則第２条の３の規定により読み替えて適用される第

５条第１項」と、同条第４項中「第１項又は第１０条第１項」とあるのは「

附則第２条の４第２項において準用する第７条第１項又は第１０条第１項」

と、第９条第３項中「第１項」とあるのは「附則第２条の４第２項において

準用する第９条第１項」と、「次条第１項」とあるのは「附則第２条の４第

２項において準用する第１０条第１項」と、同条第４項中「第３項」とある

のは「附則第２条の４第２項において準用する第９条第３項」と、第１０条

第１項中「前条第１項」とあるのは「附則第２条の４第２項において準用す

る第９条第１項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「附則第２条の４

第２項において準用する第１０条第１項」と読み替えるものとする。

３ 機構が平成１４年６月３０日までに受け入れる保険料の額は、第７条第１

項及び第２項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、平成１３年

４月１日から平成１４年３月３１日までの間の各日（日曜日及び施行令第５

条に規定する日を除く。）における特定貯金の額の合計額を平均した額及び

その他貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て、特

定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計

した額とする。

４ 第７条第３項及び第４項、第９条並びに第１０条の規定は前項に規定する

保険料について、第８条の規定は特定貯金及びその他貯金等の別に定める率

について、それぞれ準用する。この場合において、第７条第３項中「第５条

第１項」とあるのは「附則第２条の３の規定により読み替えて適用される第

５条第１項」と、同条第４項中「第１項又は第１０条第１項」とあるのは「

附則第２条の４第４項において準用する第７条第１項又は第１０条第１項」

と、第９条第３項中「第１項」とあるのは「附則第２条の４第４項において

準用する第９条第１項」と、「次条第１項」とあるのは「附則第２条の４第
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４項において準用する第１０条第１項」と、同条第４項中「第３項」とある

のは「附則第２条の４第４項において準用する第９条第３項」と、第１０条

第１項中「前条第１項」とあるのは「附則第２条の４第４項において準用す

る第９条第１項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「附則第２条の４

第４項において準用する第１０条第１項」と読み替えるものとする。

（決済用貯金に関する特例）

特定貯金（附則第２条の２第１項第１号に規定する特定貯金をい第２条の５

う。）であつて決済用貯金に該当しないものについては、平成１５年４月１

日から平成１７年３月３１日までの間、決済用貯金とみなす。この場合にお

ける第１８条の２第１項の規定の適用については、同項中「元本の額（その

額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合計額（その合計額」とする。

２ 第１８条の２第１項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者

等が有する前項の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権の

うち第１８条第３項第１号に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算

される利息のうち、直前の利払いの日（利払いがされていない場合にあつて

は預入の日）から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当す

る額とする。

（合併等農水産業協同組合に係る保険金の額の特例）

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法（平成１４年第２条の６

法律第１９０号。以下「組織再編成促進特別措置法」という。）第３７条の

規定により、保険事故が発生した日前１年以内に合併により設立され、若し

くは他の農水産業協同組合と合併し、又は他の農水産業協同組合から事業の

全部を譲り受けた農水産業協同組合（組織再編成促進特別措置法第２条第１

項第９号から第１２号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において

同じ。）に係る保険金の額についての第１８条第５項の規定の適用について

は、同項中「１，０００万円」とあるのは、「保険事故の直近に行われたも

のが合併である場合にあつては、当該直近の合併を行つた農水産業協同組合

の数に１，０００万円を乗じた金額、また、保険事故の直近に行われたもの

が事業の全部の譲受けである場合にあつては、当該直近の事業の全部の譲渡

を行つた農水産業協同組合の数に１を加えた数に１，０００万円を乗じた金

額」とする。

（特別保険料）

機構は、平成８年から平成１３年までの間、農水産業協同組合から毎第３条

年、その年の６月３０日までに第５条に規定する保険料のほか、特別保険料

を受け入れるものとする。

２ 第５条から第７条まで、第９条及び第１０条の規定は、特別保険料につい
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て準用する。この場合において、第５条第１項中「第１９条で定める保険料

計算書」とあるのは「附則第８条に規定する特別保険料計算書」と、第６条

第４項中「前３項」とあるのは「附則第３条第２項において準用する第６条

第１項から第３項まで」と、第７条第１項中「機構が運営委員会（以下「委

員会」という。）の議決を経て定める率（以下「保険料率」という。）」と

あるのは「法附則第１０条第３項に規定する特別保険料率」と、「各日（日

曜日及び農水産業協同組合貯金保険法施行令（昭和４８年政令第２０１号）

第５条に規定する日を除く。）」とあるのは「末日」と、「合計額を平均し

た額」とあるのは「合計額」と、同条第３項中「保険料計算書」とあるのは

「特別保険料計算書」と、同条第４項中「第１項又は第１０条第１項」とあ

るのは「附則第３条第２項において準用する第７条第１項又は第１０条第１

項」と、第９条第３項中「第１項」とあるのは「附則第３条第２項において

準用する第９条第１項」と、「次条第１項」とあるのは「附則第３条第２項

において準用する第１０条第１項」と、同条第４項中「第３項」とあるのは

「附則第３条第２項において準用する第９条第３項」と、第１０条第１項中

「前条第１項」とあるのは「附則第３条第２項において準用する第９条第１

項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「附則第３条第２項において準

用する第１０条第１項」と読み替えるものとする。

３ 特別保険料率は、０．０１２パーセントとする。

４ 第１項に規定する場合における第１０８条第１項第１号の適用については

、同項第１号中「及び負担金」とあるのは「、負担金及び特別保険料」とす

る。

（特定合併に係る経営困難農水産業協同組合又は特定合併に係る新設農水産

業協同組合に対する資金援助）

機構は、法附則第６条の５第１項の規定による資金援助の申込みを受第４条

けたときは、委員会の議決を経て、資金援助（金銭の贈与、資金の貸付け若

しくは預入れ又は資産の買取りに限る。）を行うものとする。

２ 機構は、前項に規定する資金援助を行うときは、法附則第６条の５第１項

に定める特定合併に係る経営困難農水産業協同組合（以下「特定合併に係る

経営困難農水産業協同組合」という。）又は当該特定合併により設立される

農水産業協同組合（以下「特定合併に係る新設農水産業協同組合」という。

）に対して行うものとする。

３ 第２６条第２項、第４項及び第５項並びに第２９条から第３１条までの規

定は、特定合併に係る経営困難農水産業協同組合又は特定合併に係る新設農

水産業協同組合について準用する。

４ 機構が第１項の規定により特定合併に係る経営困難農水産業協同組合に対
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し資産の買取りを履行する時期は、特定合併を行う日以前の日とする。

５ 機構が第１項の規定により特定合併に係る新設農水産業協同組合に対し資

金援助（資産の買取りを除く。）を履行する時期は、特定合併を行う日以降

の日とする。

（特定合併に係る農水産業協同組合連合会等に対する資金援助）

機構は、農水産業協同組合連合会等から法附則第６条の５第１項に規第５条

定する特定合併に係る資金援助の申込みを受けたときは、委員会の議決を経

て、当該農水産業協同組合連合会等（以下「特定合併に係る農水産業協同組

合連合会等」という。）に対し、資金援助（金銭の贈与、資金の貸付け又は

預入れ及び債務の保証に限る。）を行うものとする。

２ 第２６条第２項及び第９項並びに第２９条から第３１条までの規定は、特

定合併に係る農水産業協同組合連合会等に対して行う資金の貸付け又は預入

れについて準用する。

（読替規定）

前２条に規定する資金援助が行われる場合には、次に定めるところに第６条

よる。

一 第６条の規定の適用については、同条第６項中「適格性の認定等(法第

６６条第１項に規定する適格性の認定等をいう。以下同じ。）」とあるの

は「法第６６条第１項に規定する適格性の認定等（以下「適格性の認定等

」という。）又は法附則第６条の７第１項に規定する承認」と、「当該適

格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当該承認」と、同条

第７項中「当該適格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当

該承認」とする。

二 第１３条第１項第３号若しくは第４号又は第２０条第１項第３号若しく

は第４号の規定の適用については、これらの規定中「第一種保険事故の発

生した農水産業協同組合を一部の当事者」とあるのは「第一種保険事故の

発生した農水産業協同組合を全部若しくは一部の当事者」と、「合併、」

とあるのは「合併、当該農水産業協同組合を一部の当事者とする」と、「

付保貯金移転」とあるのは「当該農水産業協同組合を一部の当事者とする

付保貯金移転」と、「法第６７条第１項」とあるのは「法第６７条第１項

（法附則第６条の９において準用する場合を含む。）」とする。

（資金援助の特例）

機構は、平成１４年３月３１日までを限り、第２６条第１項、第２８第７条

条第１項又は附則第４条第１項若しくは附則第５条第１項の規定により申込

みを受けた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる

費用が、当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保
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険金の支払（第１８条第１項から第６項まで並びに第１８条の２第１項及び

第２項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。）

を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込み

に係る第３０条第１項（附則第４条第３項及び附則第５条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による決定に先立つて、農林水産大臣、財務大

臣及び内閣総理大臣にその旨を報告するものとする。

２ 機構は、前項の報告に係る法附則第７条第２項に規定する農林水産大臣、

財務大臣又は内閣総理大臣からの通知を受けたときは、同条第５項に規定す

る委員会の決議を経て、特別資金援助（同項に規定する特別資金援助をいう

。）を行うことを決定するものとする。

３ 前項の場合において、機構は、委員会の議決を経て、当該特別資金援助の

額その他当該資金援助を行うに当たり必要と認められる事項の決定をするも

のとし、当該決定をしたときは、直ちに、当該決定に係る事項を農林水産大

臣、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

４ 第２項の規定により特別資金援助を行うことを決定した場合には、第２９

条第３項の適用については、同項中「次条第１項」とあるのは「附則第７条

第３項」と、第３１条の適用については、同条中「前条第１項」とあるのは

「附則第７条第２項」とする。

（貯金等債権の買取りの特例）

機構は、平成１４年３月３１日までを限り、第３５条第１項の規定に第８条

より貯金等債権の買取りを行うことを決定しようとするときは、あらかじめ

その旨を農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣に報告するものとする。

２ 機構は、前項の報告に係る法附則第８条第２項の規定により農林水産大臣

、財務大臣及び内閣総理大臣が定めた特別払戻率について通知を受けたとき

は、委員会の議決を経て、概算払率を当該特別払戻率とする貯金等債権の買

取り（以下「貯金等債権の特別買取り」という。）に係る第３５条第１項の

規定による決定をすることができる。

３ 前項の規定により貯金等債権の特別買取りを行うことを決定した場合にお

いては、第３６条の規定は適用しないものとし、第３７条第１項の適用につ

いては、同項中「前条第１項の認可を受けたときは」とあるのは「附則第８

条第２項の規定による貯金等債権の特別買取りを行うときは」と、「当該認

可」とあるのは「当該買取り」とする。

（昭和４９年６月１７日）附 則

この業務方法書の変更は、昭和４９年６月１日から実施する。

（昭和５４年６月１９日）附 則

この業務方法書の変更は、認可の日から実施し、昭和５４年４月９日から適
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用する。

（昭和６０年６月１１日）附 則

この業務方法書の変更は、認可の日から実施し、昭和６０年４月１日から適

用する。

（昭和６１年８月２９日）附 則

この業務方法書の変更は、認可の日から実施し、昭和６１年９月１日から適

用する。

（昭和６２年３月３０日）附 則

この業務方法書の変更は、主務大臣の認可の日から実施し、昭和６２年４月

１日から適用する。

（平成８年６月２６日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、平成８年６月２６日から実施する。第１条

（経過措置）

機構は、改正後の業務方法書（以下「新業務方法書」という。）第５第２条

条第１項の規定にかかわらず、特定漁業協同組合連合会から、改正後の農水

産業協同組合貯金保険法の施行日（以下「施行日」という。）後１月以内に

、平成８年度において受け入れるべき保険料を受け入れるものとする。この

場合において、機構は、同条第１項に規定する保険料計算書のほか、機構が

保険料算定上必要と認める書類を提出させるものとする。

２ 前項の規定は、平成８年において受け入れるべき特別保険料（附則第３条

第１項に規定する特別保険料をいう。）について準用する。この場合におい

て「特定漁業協同組合連合会」とあるのは「農水産業協同組合」とする。

３ 第１項の保険料及び前項の特別保険料の額については、新業務方法書第７

条第１項中「当該保険料を納付すべき日の属する年」とあるのは「平成８年

」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額に１２分の７を乗じて得

た金額」とする。

新業務方法書第１８条及び第５章の規定は、施行日以降に発生した保第３条

険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保

険金については、なお従前の例による。

新業務方法書第７章及び附則第４条の規定は、平成９年４月１日前に第４条

発生した保険事故に係る新業務方法書第２９条第１項に規定する貯金等債権

については、適用しない。

（平成１０年３月１３日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、平成１０年３月１３日から実施する。
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（平成１０年７月１６日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、平成１０年７月１６日から実施する。

（平成１３年４月１０日）附 則

（施行期日）

この業務方法書は、平成１３年４月１０日（以下「施行日」という。第１条

）から施行する。

（経過措置）

機構が平成１３年６月３０日までに受け入れる保険料の額は、附則第第２条

２条の４第１項の規定にかかわらず、法第２条第１項第２号、第４号、第６

号及び第７号に掲げる者（同項第４号に掲げる者にあつては、同項第３号に

掲げる者から水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１１条第１

項第２号の事業を譲り受けたものを除く。以下この条において同じ。）にあ

つては、同年３月３１日における貯金等（第７条第２項各号に掲げる貯金等

を除く。）のうち当座貯金、普通貯金及び別段貯金（以下この条において「

特定貯金」という。）の額の合計額並びに特定貯金以外の貯金等（以下この

条において「その他貯金等」という。）の額の合計額に、機構が委員会の議

決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算

した額を１２で除し、これにそれぞれ９を乗じて得た額を合計した額とする。

２ 機構が平成１３年６月３０日までに受け入れる特別保険料の額は、附則第

３条第２項において準用する第７条の規定にかかわらず、法第２条第１項第

２号、第４号、第６号及び第７号に掲げる者にあつては、同年３月３１日に

おける貯金等（第７条第２項各号に掲げる貯金等を除く。）に０．０１２パ

ーセントを乗じて計算した額を１２で除し、それに９を乗じて得た額とする。

この業務方法書による改正後の農水産業協同組合貯金保険機構業務方第３条

法書（以下「新業務方法書」という。）第４章及び附則第２条の２の規定は

、施行日以後に発生する保険事故（新業務方法書第４条に規定する保険事故

をいう。以下同じ。）に係る保険金及び新業務方法書第１２条第１項の仮払

金（以下この条において「仮払金」という。）について適用し、施行日前に

発生した保険事故に係る保険金及び仮払金については、なお従前の例による。

新業務方法書第５章の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る第４条

貯金等に係る債権について適用し、同日前に発生した保険事故に係る貯金等

に係る債権については、なお従前の例による。

新業務方法書第６章の規定は、施行日以後に新業務方法書第３０条第第５条

１項の規定による資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係

る資金援助について適用し、施行日前にこの業務方法書による改正前の業務
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方法書（以下「旧業務方法書」という。）第２４条第１項の規定による資金

援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助については

、なお従前の例による。

新業務方法書第７章及び附則第８条の規定は、施行日以後に発生した第６条

保険事故に係る貯金等債権（新業務方法書第３５条第１項に規定する貯金等

債権をいう。以下この条において同じ。）について適用し、施行日前に発生

した保険事故に係る貯金等債権については、なお従前の例による。

（平成１３年９月２８日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、平成１３年１０月１日（以下「施行日」と第１条

いう。）から実施する。ただし、第４条第２号の改正規定、第２８条の次に

１条を加える改正規定並びに第３０条第１項及び第２項、第３１条、第６２

条第１項並びに第１１０条第２項の改正規定は平成１４年１月１日から施行

する。

（経過措置）

改正後の農水産業協同組合貯金保険機構業務方法書第１８条の２の規第２条

定は、施行日以後に発生する農水産業協同組合貯金保険機構業務方法書第４

条に規定する保険事故（以下この条において「保険事故」という。）に係る

保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金について

は、なお従前の例による。

（平成１５年３月３１日）附 則

（施行期日）

この業務方法書は、平成１５年４月１日（以下「施行日」という。）第１条

から施行する。

（経過措置）

この業務方法書による改正後の農水産業協同組合貯金保険機構業務方第２条

法書（以下「新業務方法書」という。）附則第２条の６の規定は、平成１５

年４月１日以後に新たに設立され、若しくは合併し、又は事業の全部を譲り

受けた農水産業協同組合（金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置

法（平成１４年法律第１９０号。）第２条第１項第９号から第１２号までに

掲げる金融機関等をいう。）について適用する。

機構が、新業務方法書第５条の規定により平成１５年６月３０日まで第３条

に受け入れる次の各号に掲げる保険料の額は、新業務方法書第７条第１項及

び第２項並びに第８条の２第１項及び第２項の規定（次条及び附則第５条に

おいて「保険料計算規定」という。）にかかわらず、各農水産業協同組合に

つき、当該各号に定める金額とする。
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一 一般貯金等（新業務方法書第７条第１項及び第２項に規定する一般貯金

等をいい、新業務方法書第３４条の２第５項の規定により決済用貯金とみ

なされるもの及び新業務方法書附則第２条の５の規定により決済用貯金と

みなされる特定貯金に該当するものを除く。次条第１号において同じ。）

に係る保険料 平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの間の

各日（日曜日その他施行令で定める日を除く。以下同じ。）におけるその

他貯金等（新業務方法書附則第２条の２第１項第２号に規定するその他貯

金等をいう。）の額の合計額を平均した額に、保険料率（新業務方法書第

７条第１項に規定する保険料率をいう。次条第１号及び附則第５条第１号

において同じ。）を乗じて得た金額

二 決済用貯金（新業務方法書第８条の２第１項及び第２項に規定する決済

用貯金をいい、新業務方法書第３４条の２第５項の規定により決済用貯金

とみなされる一般貯金等及び新業務方法書附則第２条の５の規定により決

済用貯金とみなされる特定貯金を含む。次条第２号及び附則第５条第２号

において同じ。）に係る保険料（新業務方法書第３４条の２第１項の規定

により決済用貯金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を

含む。次条第２号及び附則第５条第２号において同じ。） 平成１４年４

月１日から平成１５年３月３１日までの間の各日における特定貯金（新業

務方法書附則第２条の２第１項第１号に規定する特定貯金をいう。）の額

の合計額を平均した額に、新業務方法書第８条の２第１項に規定する率を

乗じて得た金額

機構が、特定決済債務（新業務方法書第３４条の２第１項に規定する第４条

特定決済債務をいう。第２号及び次条において同じ。）について各日におい

てその額を計算することが困難なものとして農林水産大臣及び内閣総理大臣

の承認を受けた農水産業協同組合から、新業務方法書第５条の規定により平

成１６年６月３０日までに受け入れる次の各号に掲げる保険料の額は、保険

料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金

額とする。

一 一般貯金等に係る保険料 平成１５年４月１日から平成１６年３月３１

日までの間の各日における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、保険

料率を乗じて得た金額

二 決済用貯金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、新業務方法

書第８条の２第１項に規定する率を乗じて得た金額

イ 平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間の各日におけ

る決済用貯金の額の合計額を平均した額

ロ 平成１５年４月から平成１６年３月までの各月の末日における特定決
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済債務の額の合計額を平均した額

機構が、一般貯金等（新業務方法書第７条第１項及び第２項に規定す第５条

る一般貯金等をいい、新業務方法書第３４条の２第５項の規定により決済用

貯金とみなされるものを除く。第１号において同じ。）のうち別段貯金で決

済用貯金（新業務方法書第８条の２第１項及び第２項に規定する決済用貯金

をいい、新業務方法書第３４条の２第５項の規定により決済用貯金とみなさ

れる一般貯金等を含む。以下この条において同じ。）に該当しないもの（第

１号において「要調整一般貯金等」という。）、決済用貯金のうち別段貯金

で決済用貯金に該当するもの（第２号において「要調整決済用貯金」という

。）及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な

ものとして農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けた農水産業協同組合

から、新業務方法書第５条の規定により平成１７年から平成２０年までに受

け入れる次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各

農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。

一 一般貯金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、保険料率を

乗じて得た金額

イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の４月１日からその属す

る年の３月３１日までの間の各日における要調整一般貯金等以外の一般

貯金等の額の合計額を平均した額

ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の４月からその属する年

の３月までの各月の末日における要調整一般貯金等の額の合計額を平均

した額

二 決済用貯金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、新業務方法

書第８条の２第１項に規定する率を乗じて得た金額

イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の４月１日からその属す

る年の３月３１日までの間の各日における要調整決済用貯金以外の決済

用貯金の額の合計額を平均した額

ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の４月からその属する年

の３月までの各月の末日における要調整決済用貯金及び特定決債務の額

の合計額を平均した額

新業務方法書第１８条から第１８条の４まで及び第３４条の２の規定第６条

は、施行日以後に発生する保険事故（新業務方法書第４条に規定する保険事

故をいう。以下この条及び次条において同じ。）に係る保険金の計算につい

て適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、な

お従前の例による。

新業務方法書附則第２条の５の規定により決済用貯金とみなされる特第７条
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定貯金に係る平成１７年３月３１日までに発生した保険事故に係る保険金の

額については、当該特定貯金は、平成１７年４月１日以後も決済用貯金とみ

なす。この場合における新業務方法書第１８条の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「元本の額（その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の

額の合計額（その合計額」とする。

（権限の委任）

農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例第８条

等に関する法律の一部を改正する法律（平成１４年法律第１７７号）附則第

７条の権限の委任に関する規定により、附則第４条及び第５条中「内閣総理

大臣」とあるのは、「金融庁長官」とする。

（平成１６年１２月２８日）附 則

（施行期日）

この業務方法書は、平成１７年１月１日（以下「施行日」という。）第１条

から施行する。ただし、第１８条第３項第３号の改正規定は、信託業法（平

成１６年法律第１５４号）の施行の日から施行する。

（経過措置）

この業務方法書の施行日前にされた破産法の施行に伴う関係法律の整第２条

備等に関する法律（平成１６年法律第７６号。以下「整備法」という。）第

５条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法

律（以下「旧再生特例法」という。）第６条第１項又は整備法第１条の規定

による改正前の民事再生法第２１条若しくは第２０９条第１項の規定による

再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合（第５条の規定による改正後

の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第２条第１項に規定す

る農水産業協同組合をいう。）の再生事件については、なお従前の例による

。

２ この業務方法書の施行日前にされた旧再生特例法第２９条第１項の規定又

は破産法（平成１６年法律第９５号）附則第２条の規定による廃止前の破産

法（大正１１年法律第７１号。以下「旧破産法」という。）第１３２条第１

項の規定、旧破産法第１３５条において準用する旧破産法第１３３条の規定

若しくは旧破産法第３５７条の３第１項の規定による破産の申立てに係る農

水産業協同組合の破産事件については、なお従前の例による。

（平成１８年５月１日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、平成１８年５月１日（次条において「施行第１条

日」という。）から施行する。

（経過措置）
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施行日前に農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第５３号）第２条

第８３条第１項若しくは第２項又は第１０４条第１項の規定により同法第８

３条第１項に規定する管理を命ずる処分を受けた同法第２条第５項に規定す

る経営困難農水産業協同組合の会計監査人については、変更後の農水産業協

同組合貯金保険機構業務方法書第６２条第１項、第６３条第１項の規定は適

用しない。

（平成２０年３月３１日）附 則

（施行期日）

この業務方法書の変更は、主務大臣の認可の日から実施し、平成２０年４月

１日から適用する。

（平成２２年３月３１日）附 則

（施行期日）

この業務方法書は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第７条第２

項第９号の改正規定は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（

平成１８年法律第１０９号）附則第３号に掲げる規定の施行の日（平成２２年

７月１日）から施行する。


